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序章 公営住宅等⻑寿命化計画の背景・⽬的等 

（１）計画の背景・⽬的 
 

ア 計画改定の背景 

東松島市は、平成 17 年 4 月 1日に旧矢本町と旧鳴瀬町が合併し、平成 19 年 3 月に策定した

「東松島市総合計画」のもとで各種のまちづくりを進めてきた。しかし、平成 23 年 3 月 11 日

に発生した東日本大震災はこれまでに経験したことのない被害をもたらした。その後、平成 23

年 12 月に「東松島市復興まちづくり計画」を策定し、復旧・復興を目指した取組とともに、将

来的な発展に向けたまちづくりの一環として、内陸部や高台への防災集団移転とともに、公営

住宅等の整備を進めてきた。 

東松島市では平成 30 年 11 月 1 日現在、市営住宅 8団地（399 戸）、災害公営住宅 20 団地

（1,101 戸）を管理している。このうち市営住宅 3団地 171 戸（木造 59 戸、準耐火 112 戸）が

耐用年数（木造 30 年、準耐火 45 年）を経過するなど老朽化が進んでおり、安心・快適な住生

活を確保する観点から適切な対応を図ることが課題となっている。 

また、今後ますます高齢化の進行が見込まれることなど社会経済情勢の変化等を踏まえ、居

住に配慮すべき困窮者等のための住宅受け皿の確保が求められることから、計画的・効率的に

公営住宅及び共同施設等のストックを更新していくための計画が必要となっている。 

 

イ 計画改定の目的 

本計画は、東松島市が平成 22 年 3 月に策定した「東松島市公営住宅等長寿命化計画」におい

て対象とする建物が東日本大震災の影響により減少し、またその後の災害公営住宅建設により

総管理戸数が増加したことから、現状況を反映した計画への見直しを行なうものである。 

また、東松島市が管理する公営住宅及び共同施設等のストックにおいて、計画的な予防保全

による維持管理を推進することにより長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図り、かつ、

将来の需要の見通しに基づく効率的かつ円滑なストックの更新を推進するなどの適切なマネジ

メントにより、公営住宅等の良好な居住環境を確保することを目的として本計画を策定するも

のである。 

 

（２）計画の位置づけ 
 

ア 計画の位置づけ 

本計画は、「東松島市第２次総合計画（平成 28 年 1 月）」を上位計画、「東松島市公共施設

等総合管理計画（平成 29 年 3 月）」を関連計画として策定するものである。また、策定に当た

っては、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28 年、国土交通省）」に即して公

営住宅等の計画的な管理・修繕等の対策の推進内容について定めるものである。 

なお、公営住宅整備事業等補助要領（平成 8年 8月 30 日建設省住備発第 83 号）において、

「公営住宅整備事業及び準公営住宅整備事業は、公営住宅等長寿命化計画に基づいて行われる

ものであること」と規定されることから、本計画は、当該事業に対する交付金や補助金の前提

となるものである。 
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イ 計画の期間 

東松島市が管理する公営住宅等の管理・修繕等の事業化を着実に推進するためには、一定程

度の計画期間を確保する必要があることから、本計画における計画期間を平成 31 年度（2019 年

度）から平成 40 年度（2028 年度）までの 10 年間とする。 

なお、本計画に基づく事業の実施状況や今後の財政事情を取り巻く社会変化等を勘案し、適

宜計画の見直しを図るものとする。 

 

 

  



3 
 

第１章 公営住宅等ストックの状況 
公営住宅等ストックの現状と動向を把握するため、公営住宅等を取り巻く東松島市の人口及び世

帯の状況、市営住宅の管理状況、市営住宅入居者の状況について整理する。 

１ 東松島市の⼈⼝及び世帯の状況 
 

ア 人口と世帯の推移 

東松島市の人口は、平成 27 年現在 39,503 人であり、東日本大震災が発生する前年に当たる

平成 22 年の 42,903 人から 3,400 人の大幅な減少となっている。 

一方、世帯数は平成 27 年現在 13,868 世帯であり、同様に平成 22 年の 14,013 世帯から 145

世帯の微減となっている。その結果として、世帯当たり人員は 3.06 人から 2.85 人へと減少し

ている。 

図表１ ⼈⼝と世帯の推移 

 
 

イ 住宅の所有関係別にみた世帯（構成比）の推移 

平成 27 年現在、世帯が居住する住宅で最も多いのは、「持ち家」の 9,014 世帯（全世帯の約

65％）であり、これに「公営等の借家」の 1,647 世帯（同 12％）、「民営の借家」の 2,692 世

帯（同 20％）と続いている。 

平成 17 年から平成 27 年にかけての最近 10 年間の傾向をみると、「民営の借家」の全世帯に

占める割合が約 15％から約 20％へと継続的に上昇している。また、「公営等の借家」について

は、東日本大震災の発生後の復旧・復興対策として災害公営住宅が多数供給されたことにより、

全世帯に占めるその割合はそれまでの約 6％から約 12％へと大きく上昇している。 

  

【出典】国勢調査（総務省統計局） ※各年10⽉1⽇現在
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図表２ 住

 

住宅の所有関
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関係別にみたた世帯（構成⽐）の推移 
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２ 市営住宅の管理状況 
 

ア 団地の所在地、敷地面積等の状況 

《市営住宅について》 

平成 30 年 11 月 1 日現在、計 8団地 399 戸を管理しており、その所在地は矢本地域に 5団地

276 戸（約 69％）、鳴瀬地域に 3団地 123 戸（約 31％）となっている。 

このうち、矢本地域の北浦アパート及び下浦住宅、鳴瀬地域の牛網別当住宅及び小野駅前住

宅については、ＪＲ仙石線各駅の概ね徒歩圏にあり交通利便性が比較的高い立地性を有してい

る。 

また、立地する地域の法規制については、用途地域の指定（商業地域、第一種住居地域）の

ある地域に 5団地 251 戸（約 63％）、用途地域の指定のない地域に 3団地 148 戸（約 37％）が

立地している。 

建設年度については、昭和年代（昭和 28 年～昭和 58 年）の建設が 5 団地 299 戸（約 75％）、

平成年代（平成 6年～平成 18 年）の建設が 3団地 100 戸（約 25％）となっている。 

※（ ）内は、総管理戸数 399 戸を 100％とした場合の比率を示す。 

 

図表 3 《市営住宅》所在地、敷地⾯積等の状況 

 
 

《災害公営住宅について》 

平成 30 年 11 月 1 日現在、計 17 団地 1,101 戸を管理しており（柳の目西住宅は整備中）、そ

の所在地は矢本地域に 9団地 806 戸（約 73％）、鳴瀬地域に 8団地 295 戸（約 27％）となって

いる。 

番号 住宅名 所在地
敷地⾯積
（㎡）

法規制 建設年度 管理⼾数 ⼊居⼾数

1 北浦アパート
⽮本字栄町18（1号館）、
寿町1（2号館）

2,266.20 商業地域
昭和28
(1953)

32 21

2
⽜網別当住宅

（別当住宅集会所）
⽜網字別当19-6（⼾建）、
関下27（⻑屋）

11,348.90 第⼀種住居地域
昭和38〜48

(1963〜1973)
59 44

3 ⼩松住宅 ⼩松字上前柳268-5 6,281.80 ⽤途地域の指定のない地域
昭和39〜43

(1964〜1968)
92 38

4 ⼩野新道住宅 ⼩野字中央28-17 3,978.20 第⼀種住居地域
昭和41〜43

(1966〜1968)
20 18

第⼀種住居地域
昭和47〜48

(1972〜1973)
72 58

第⼀種住居地域 昭和58(1983) 24 19

6 五味倉住宅 ⼤曲字前畑57-2 6,772.40 ⽤途地域の指定のない地域
平成6〜9

(1994〜1997)
48 46

7 川前住宅 ⾚井字川前三番169-13 2,072.60 ⽤途地域の指定のない地域 平成16(2004) 8 8

8 ⼩野駅前住宅
⽜網字駅前⼀丁⽬53-1（100番
代号室）、54-1（200番代号
室）、58-1（300番代号室）

7,782.90 第⼀種住居地域
平成16〜18

(2004〜2006)
44 43

計 42,769.20 399 295

平成30年11⽉1⽇現在

2,266.205 下浦住宅 ⽮本字下浦191
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このうち、矢本地域のあおい住宅、柳の目東住宅、柳の目西住宅（整備中）など、また、鳴

瀬地域の小野駅前の各住宅及び野蒜ケ丘住宅については、ＪＲ仙石線各駅の概ね徒歩圏にあり

交通利便性が比較的高い立地性を有している。 

また、立地する地域の法規制については、用途地域の指定（第一種低層住居専用地域、第一

種住居地域、第二種住居地域、準工業地域）のある地域に 7団地 195 戸（約 18％）が立地し、

その他団地は用途地域の指定のない地域に立地している。 

建設年度については、平成 25～26 年度の建設が 7団地 321 戸（約 29％）、平成 27～28 年度

の建設が 9団地 510 戸（約 46％）、平成 29～30 年度の建設が 2団地 270 戸（約 25％）となっ

ている。 

※（ ）内は、総管理戸数 1,101 戸を 100％とした場合の比率を示す。 

 

図表 4 《災害公営住宅》所在地、敷地⾯積等の状況 

 

番号 住宅名 所在地
敷地⾯積
（㎡）

法規制 建設年度 管理⼾数 ⼊居⼾数

1 ⼩野中央住宅 ⼩野字中央3-1 2,321.00 準⼯業地域 平成25(2013) 21 19

2 ⼩野駅前北住宅
⽜網字駅前1-47-1（100番代号
室）1-47-6（200番代号室）1-
46-1（300番号代号室）

3,858.71 第⼀種住居地域
平成25
(2013)

23 22

3
⼩松南住宅

（⼩松南住宅集会所）
⼩松字⾕地170-1 19,729.76 ⽤途地域の指定のない地域

平成25
(2013)

156 153

4 川前⼆住宅 ⾚井川前⼆255-1 1,896.02 第⼀種住居地域 平成25(2013) 16 16
5 川前四番住宅 ⾚井川前四番139-1 6,345.78 第⼀種低層住居専⽤地域 平成25(2013) 38 33

【Ⅰ期】あおい1-1-1〜1-3-
10(⼾建）、1-8-6（2⼾1）

8,066.33 第⼀種住居地域
平成26
(2014)

47 47

【Ⅱ期】あおい2-4-1 7,927.46 ⽤途地域の指定のない地域 平成27(2015) 77 73
【Ⅲ、Ⅳ期】あおい1-4-1〜2-
1-8、2-2-1〜3-6-1、3-8-1（2
⼾1、D棟）

⽤途地域の指定のない地域
平成28
(2016)

147 145

【Ⅳ期】あおい1-9-1(2⼾1、B
棟）、あおい2-6-1（2⼾1、C
棟）

⽤途地域の指定のない地域
平成28
(2016)

36 34

7 町浦住宅 ⽮本字町浦142 2,202.30 第⼆種住居地域 平成26(2014) 20 19

8 ⽮本⻄住宅
⽮本字⼆反⾛330-1〜331-
16

6,778.20 ⽤途地域の指定のない地域
平成27
(2015)

40 39

9 ⼩野駅前東住宅 ⽜網字駅前東50-1〜54-5 6,194.18 ⽤途地域の指定のない地域 平成27(2015) 29 28
10 室浜住宅 宮⼾字⿅島1-3-7〜22 2,541.00 ⽤途地域の指定のない地域 平成27(2015) 13 12
11 ⼤浜住宅 宮⼾字⼤浜台7-11〜7-15 1,059.30 ⽤途地域の指定のない地域 平成27(2015) 5 5
12 ⽉浜住宅 宮⼾字⽉浜1-2-22〜25 792.00 ⽤途地域の指定のない地域 平成27(2015) 4 4

13
柳の⽬東住宅

（柳の⽬東住宅集会所）
⾚井字南⼀158-1〜74 40,162.76 ⽤途地域の指定のない地域

平成27
(2015)

85 84

14 ⼩野駅前南住宅 ⽜網字駅前2-33-1 6,042.20 第⼀種住居地域 平成27(2015) 30 30
15 沢⽥前住宅 ⼩松字沢⽥前2-2〜45-33 9,753.00 ⽤途地域の指定のない地域 平成27(2015) 44 39

【Ⅰ期】野蒜ヶ丘1-14-1（低
層集合）、野蒜ヶ丘3-21-1〜
3-25-13

15,921.42 ⽤途地域の指定のない地域
平成29
(2017)

82 71

【Ⅱ期】野蒜ケ丘2-13-9(低層
集合）、2-7-1〜2-16-9

17,771.35 ⽤途地域の指定のない地域
平成29
(2017)

88 79

17 柳の⽬⻄住宅（整備中） ⾚井字南⼀123〜125-4 1,835.28 ⽤途地域の指定のない地域 平成30(2018) 100

計 193,170.47 1,101 952

平成30年11⽉1⽇現在

16
野蒜ケ丘住宅

（野蒜ケ丘住宅中央集会所）

31,972.42

6
あおい住宅

（あおい住宅集会所）
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イ 団地の構造、住戸形式等の状況 

《市営住宅について》 

住宅の構造をみると、全 8団地のうち、木造住宅は牛網別当住宅・五味倉住宅など 4団地・

159 戸（全管理戸数 399 戸の約 40％）、準耐火住宅は小松住宅・小野新道住宅の 2団地・159 戸

（同約 28％）、耐火住宅は北浦アパート・下浦住宅の 2団地・128 戸（同約 32％）となってい

る。 

また、住戸形式・規模をみると、昭和 50 年代後半から平成年代にかけて建設された下浦住宅

4号棟・五味倉住宅・川前住宅・小野駅前住宅においては、４Ｋもしくは３ＬＤＫ以上の住戸形

式で、戸当たり延床面積が 60～80 ㎡程度の住戸（全管理戸数 399 戸の約 31％）が確保されてい

る。しかし、それ以前に建設されたその他住宅は、２Ｋもしくは３Ｋ程度の住戸形式で戸当た

り延床面積が 30～45 ㎡にとどまる低水準の住戸が占めている。 

 

図表 5 《市営住宅》構造、住⼾形式等の状況 

 
 

《災害公営住宅について》 

住宅の構造をみると、全 17 団地のうち、ＲＣ構造の住宅は小野中央住宅・あおい住宅の一

部・町浦住宅の 3団地・118 戸（全管理戸数 1,101 戸の約 11％）であり、その他は木造か軽量

鉄骨造による平屋住宅もしくは 2階建て住宅が主体となっている。 

全管理戸数のすべてが平成 25 年度以降に建設された住宅であり、住戸形式は多様な家族構成

に対応した１ＬＤＫから４ＬＤＫまでの住戸が用意されている。また、戸当たり延床面積は概

ねすべての住戸において 40～80 ㎡程度の居住面積水準が確保されている。 

 

番号 住宅名
部屋番号
棟番号

構造 階数
棟数

（棟）
管理⼾数
（⼾）

住⼾形式
⼾当たり延床
⾯積（㎡）

1 北浦アパート 1〜2号館 耐⽕ 4F 2 32 4K 72.8

2
⽜網別当住宅

（別当住宅集会所）
1〜64号 ⽊造 1F 25 59 2K、3K 31.3〜39.4

3 ⼩松住宅 1〜92 準耐⽕ 1F 22 92 2K、3K 32.1〜37.3
4 ⼩野新道住宅 1〜27号 準耐⽕ 1F 5 20 2K、3K 31.4〜36.5

1〜3号棟 耐⽕ 4F 3 72 3K 43.5〜44.6
4号棟 耐⽕ 4F 1 24 3K、4K 60.5〜72.2

6 五味倉住宅 101〜224 ⽊造 2F 24 48 3K、4K 66.0〜77.0
7 川前住宅 101〜108 ⽊造 2F 4 8 4K 78.1

8 ⼩野駅前住宅 101〜314 ⽊造 1F、2F 31 44
3DK、4DK、
2LDK、3LDK

77.0〜80.0

計 117 399

平成30年11⽉1⽇現在

5 下浦住宅
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図表 6 《災害公営住宅》構造、住⼾形式等の状況   

 
 

  

番号 住宅名
部屋番号
棟番号

構造 階数
棟数

（棟）
管理⼾数
（⼾）

住⼾形式
⼾当たり延床
⾯積（㎡）

1 ⼩野中央住宅 RC 5F 1 21 2LDK、3LDK 60.2〜72.1

2 ⼩野駅前北住宅 ⽊造 1F、2F 14 23
1LDK、2LDK、

3LDK
40.5〜80.0

3
⼩松南住宅

（⼩松南住宅集会所）
軽量鉄⾻造 3F 12 156

1LDK、2LDK、
3LDK

39.7〜70.0

4 川前⼆住宅 軽量鉄⾻造 2F 2 16 2LDK、3LDK 64.4〜73.2

5 川前四番住宅 軽量鉄⾻造 1F、2F 6 38
1LDK、2LDK、

3LDK
40.0〜74.7

⽊造 1F、2F 39 47 1LDK、2LDK、
3LDK、4K

40.5〜79.4

RC 5F 2 77
1LDK、2LDK、

3LDK
46.1〜72.2

⽊造
軽量鉄⾻造

1F、2F
1F

138 147 63.4〜79.4

⽊造
軽量鉄⾻造

1F、2F
1F

18 36 40.5〜76.1

7 町浦住宅 RC 2F 2 20 1LDK、2LDK 50.6〜66.6

8 ⽮本⻄住宅 ⽊造 1F、2F 39 40 1LDK、2LDK、
3LDK、4LDK

41.1〜81.1

9 ⼩野駅前東住宅 ⽊造 1F 28 29 1LDK、2LDK、
3LDK、4LDK

39.3〜74.3

10 室浜住宅 ⽊造 1F 13 13 2LDK、3LDK 69.5〜74.5
11 ⼤浜住宅 ⽊造 1F 5 5 2LDK、3LDK 69.5〜74.5
12 ⽉浜住宅 ⽊造 1F 4 4 2LDK、3LDK 69.5〜74.5

13
柳の⽬東住宅

（柳の⽬東住宅集会所）
軽量鉄⾻造 1F、2F 73 85 1LDK、2LDK、

3LDK、4LDK
41.7〜78.8

14 ⼩野駅前南住宅 ⽊造 1F、2F 30 30
2LDK、3LDK、

4LDK
63.7〜78.6

15 沢⽥前住宅 ⽊造 1F、2F 44 44 2LDK、3LDK 63.4〜77.5
⽊造

軽量鉄⾻造
1F、2F

1F
66 82 1LDK、2LDK、

3LDK、4LDK
41.4〜81.2

⽊造
軽量鉄⾻造

1F、2F
1F

81 88 1LDK、2LDK、
3LDK、4LDK

41.4〜81.2

17 柳の⽬⻄住宅（整備中） ⽊造 1F、2F 100 100 1LDK、2LDK、
3LDK、4LDK

46.4〜83.1

計 717 1,101

平成30年11⽉1⽇現在

1LDK、2LDK、
3LDK、4LDK

16
野蒜ケ丘住宅

（野蒜ケ丘住宅中央集会所）

6
あおい住宅

（あおい住宅集会所）
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ウ 団地の共用施設、供給処理等の状況 

《市営住宅について》 

共用施設の状況をみると、全 8団地のうち、集会室・集会所を設置しているのは小松住宅・

牛網別当住宅・下浦住宅の 3団地、公園・児童遊園を設置しているのは下浦住宅・五味倉住宅

など 4団地、また、駐車場を設置しているのは下浦住宅・小野駅前住宅など 4団地となってい

る。 

供給処理のうち給水設備の状況をみると、北浦アパート・下浦住宅では受水槽（高架）を設

置しており、その他の団地では上水道に直結している。排水設備の状況をみると、牛網別当住

宅・小松住宅では汲取り、川前住宅では浄化槽、その他の団地では公共下水道となっている。

ガス設備の状況をみると、北浦アパート・下浦住宅・川前住宅・小野駅前住宅で集中ＬＰガス

を設置しており、その他 4団地では個別ＬＰを設置している。 

高齢者等対応の状況をみると、北浦アパート・下浦住宅では階段室に手すりを設置しており、

その他 4団地についても玄関や浴室等に手すりを設置している。なお、エレベーターやスロー

プは設置していない。 

 

図表 7 《市営住宅》共⽤施設、供給処理等の状況 

 
 

《災害公営住宅について》 

共用施設の状況をみると、全 17 団地（整備中の柳の目西住宅を含む）のうち、集会室・集会

所を設置しているのは小松南住宅・あおい住宅・野蒜ケ丘住宅など 5団地、公園・児童遊園を

設置しているのは小松南住宅・あおい住宅・柳の目東住宅など 5団地となっている。また、駐

車場は 17 団地すべてに設置しており、駐輪場は小松南住宅・あおい住宅など 6団地に設置して

いる。 

集会室・
集会所
（㎡）

公園
児童遊園

駐⾞場 駐輪場 給⽔ 排⽔ ガス
3箇所
給湯

⼿すり
等

エレベー
ター

（基）

スロ
ープ

1 北浦アパート - - - -
受⽔槽

（⾼架）
公共下⽔道 集中LP 有 有 - -

2
⽜網別当住宅

（別当住宅集会所）
有

41.47
- - - 上⽔道直結 汲取り 個別LP - - - -

3 ⼩松住宅 有 有 有 - 上⽔道直結 汲取り 個別LP - - - -

4 ⼩野新道住宅 - - - - 上⽔道直結 公共下⽔道 個別LP - - - -

-
受⽔槽

（⾼架）
- 有 - -

-
受⽔槽

（⾼架）
- 有 - -

6 五味倉住宅 - 有 - - 上⽔道直結 公共下⽔道 個別LP 有 有 - -

7 川前住宅 - 有 有 - 上⽔道直結 浄化槽 集中LP 有 有 - -

8 ⼩野駅前住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - -

平成30年11⽉1⽇現在

共⽤施設 供給処理等 ⾼齢者等対応

5 下浦住宅 有 有 有

番号 住宅名

公共下⽔道 集中LP
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供給処理のうち給水設備の状況をみると、小松南住宅では受水槽（地上）を設置しており、

その他の団地では上水道に直結している。排水設備の状況をみると、17 団地すべてが公共下水

道となっている。ガス設備の状況をみると、矢本西住宅・沢田前住宅など 5団地で個別ＬＰガ

スを設置しており、その他 12 団地では集中ＬＰを設置している。 

高齢者等対応の状況をみると、17 団地すべてにおいて手すりやスロープを設置している。な

お、エレベーターについては、5階建ての小野中央住宅（1棟）・あおい住宅の一部（2棟）、3

階建ての小松南住宅（12 棟）においてそれぞれ 1棟当たり 1基を設置している。 

 

図表 8 《災害公営住宅》共⽤施設、供給処理等の状況     

 
  

集会室・
集会所
（㎡）

公園
児童遊園

駐⾞場 駐輪場 給⽔ 排⽔ ガス
3箇所
給湯

⼿すり
等

エレベー
ター

（基）

スロ
ープ

1 ⼩野中央住宅 - - 有 有 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 1基 有

2 ⼩野駅前北住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 有

3
⼩松南住宅

（⼩松南住宅集会所）
170.07 有 有 有

受⽔槽
（地上）

公共下⽔道 集中LP 有 有 12基 有

4 川前⼆住宅 - - 有 有 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

5 川前四番住宅 - - 有 有 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

- - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

254.18 有 有 有 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 2基 有

- - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

- - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

7 町浦住宅 - - 有 有 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

8 ⽮本⻄住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 個別LP 有 有 - 有

9 ⼩野駅前東住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

10 室浜住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 個別LP 有 有 - 有

11 ⼤浜住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 個別LP 有 有 - 有

12 ⽉浜住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 個別LP 有 有 - 有

13
柳の⽬東住宅

（柳の⽬東住宅集会所）
142.66 有 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

14 ⼩野駅前南住宅 - - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

15 沢⽥前住宅 - 有 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 個別LP 有 有 - 有

- - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

221.1 - 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

17 柳の⽬⻄住宅（整備中） 221.93 有 有 - 上⽔道直結 公共下⽔道 集中LP 有 有 - 有

平成30年11⽉1⽇現在

⾼齢者等対応

番号 住宅名

6
あおい住宅

（あおい住宅集会所）

16
野蒜ケ丘住宅

（野蒜ケ丘住宅中央集会所）

共⽤施設 供給処理等
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３ 市営住宅⼊居者の状況 
 

ア 入居世帯における世帯主の年齢 

平成 30 年 11 月 1 日現在、市営住宅に入居する世帯について世帯主の年齢をみると、市営住

宅全体では 60～69 歳が 75 世帯（25.4％）、70～79 歳が 45 世帯（15.3％）、80 歳以上が 23 世

帯（7.8％）と高齢化が進んでおり、世帯主が 60 歳以上の世帯は全世帯の約 5割（48.5％）、

70 歳以上の世帯は全世帯の約 2割（23.1％）を占めている。 

世帯主の年齢が 70 歳以上の世帯を団地別にみると、牛網別当住宅 44 世帯のうち 14 世帯

（31.8％）、小松住宅 38 世帯のうち 13 世帯（34.2％）を占めており、いずれも入居世帯の 3

割以上が 70 歳を超える高齢の世帯主で構成されている。 

一方、世帯主の年齢が 50 歳未満の世帯を団地別にみると、五味倉住宅 46 世帯のうち 23 世帯

（50.0％）、小野駅前住宅 43 世帯のうち 28 世帯（65.1％）を占めており、いずれも入居世帯

の半数以上が 30～40 歳代の比較的年齢層の若い世帯主で構成されている。 

 

図表 9 《市営住宅》⼊居世帯における世帯主の年齢（単位：世帯） 

 
 
  

番号 39歳以下 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳以上 合計

1号棟 0 2 4 2 1 0 9
2号棟 1 1 1 6 1 2 12

2 0 4 11 15 6 8 44
3 1 2 4 18 11 2 38
4 0 4 3 6 3 2 18

1号棟 2 7 5 6 0 1 21
2号棟 2 5 2 5 3 1 18
3号棟 2 4 3 4 6 0 19
4号棟 2 6 6 3 2 0 19

6 8 15 8 5 7 3 46
7 1 0 3 2 0 2 8
8 17 11 5 3 5 2 43
計 36 61 55 75 45 23 295

平成30年11⽉1⽇現在

北浦アパート1

住宅名

⽜網別当住宅
⼩松住宅

⼩野新道住宅

5 下浦住宅

五味倉住宅
川前住宅

⼩野駅前住宅
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図表 10 《市営住宅》⼊居世帯における世帯主の年齢（構成⽐）  

 
 

図表 11 《災害公営住宅》⼊居世帯における世帯主の年齢（単位：世帯） 

  

4.8%

2.6%

10.4%

17.4%

12.5%

39.5%

12.2%

14.3%

9.1%

5.3%

22.2%

28.6%

32.6%

25.6%

20.7%

23.8%

25.0%

10.5%

16.7%

20.8%

17.4%

37.5%

11.6%

18.6%

38.1%

34.1%

47.4%

33.3%

23.4%

10.9%

25.0%

7.0%

25.4%

9.5%

13.6%

28.9%

16.7%

14.3%

15.2%

11.6%

15.3%

9.5%

18.2%

5.3%

11.1%

2.6%

6.5%

25.0%

4.7%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北浦アパート(21)

⽜網別当住宅(44)

⼩松住宅(38)

⼩野新道住宅(18)

下浦住宅(77)

五味倉住宅(46)

川前住宅(8)

⼩野駅前住宅(43)

市営住宅全体(295)

(a)39歳以下 (b)40〜49歳 (c)50〜59歳 (d)60〜69歳 (e)70〜79歳 (f)80歳以上

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

番号 39歳以下 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳以上 合計

1 3 3 1 4 4 4 19
2 4 4 1 2 9 2 22
3 17 26 25 36 34 15 153
4 1 6 3 3 0 3 16
5 10 9 6 3 3 2 33

Ⅰ期 5 7 4 12 11 8 47
Ⅱ期 1 5 11 23 20 13 73

Ⅲ、Ⅳ期 13 14 19 41 42 16 145
Ⅳ期 10 11 4 5 2 2 34

7 1 1 2 5 7 3 19
8 3 3 3 15 8 7 39
9 4 2 2 8 7 5 28
10 0 0 0 3 3 6 12
11 1 1 0 0 2 1 5
12 1 0 0 1 1 1 4
13 14 15 19 18 10 8 84
14 5 4 3 10 5 3 30
15 5 6 5 13 7 3 39

Ⅰ期 4 7 8 19 20 13 71
Ⅱ期 5 10 14 17 21 12 79

17 0
計 107 134 130 238 216 127 952

平成30年11⽉1⽇現在

⽉浜住宅
柳の⽬東住宅

⼩野駅前南住宅
沢⽥前住宅

柳の⽬⻄住宅（整備中）

町浦住宅
⽮本⻄住宅

⼩野駅前東住宅
室浜住宅
⼤浜住宅

あおい住宅6

16 野蒜ケ丘住宅

住宅名

⼩野中央住宅
⼩野駅前北住宅

⼩松南住宅
川前⼆住宅

川前四番住宅
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イ 入居世帯における家族構成 

平成 30 年 11 月 1 日現在、市営住宅に入居する世帯について家族構成をみると、市営住宅全

体では単身世帯が 107 世帯（36.3％）、夫婦のみ世帯が 26 世帯（8.8％）、夫婦と子の世帯が

59 世帯（20.0％）、ひとり親と子の世帯が 86 世帯（29.2％）となっている。単身世帯が全世帯

の 3割以上を占め、また、ひとり親と子の世帯が全世帯の約 3割を占めている。 

単身世帯を団地別にみると、牛網別当住宅 44 世帯のうち 24 世帯（54.5％）、小松住宅 38 世

帯のうち 19 世帯（50.0％）を占めており、いずれも入居世帯の半数以上が単身世帯で構成され

ている。 

一方、夫婦と子（18 歳未満）について団地別にみると、五味倉住宅 46 世帯のうち 7世帯

（15.2％）、小野駅前住宅 43 世帯のうち 12 世帯（27.9％）を占めており、夫婦と子（18 歳未

満）の割合が比較的高くなっている。 

また、ひとり親と子（18 歳未満）について団地別にみると、下浦住宅 77 世帯のうち 17 世帯

（22.1％）、五味倉住宅 46 世帯のうち 9世帯（19.6％）、小野駅前住宅 43 世帯のうち 11 世帯

（25.6％）を占めており、ひとり親と子（18 歳未満）の割合が比較的高くなっている。 

 

図表 12 《市営住宅》⼊居世帯における家族構成（単位：世帯） 

 
 
  

番号 単⾝ 夫婦のみ 夫婦と⼦（18
歳以上）

夫婦と⼦（18
歳未満）

ひとり親と⼦
（18歳以上）

ひとり親と⼦
（18歳未満） その他 合計

1号棟 3 1 3 0 1 0 1 9
2号棟 6 1 0 1 1 0 3 12

2 24 5 3 3 6 1 2 44
3 19 6 5 2 6 0 0 38
4 7 0 4 2 4 0 1 18

1号棟 3 1 2 0 6 8 1 21
2号棟 5 1 4 0 4 3 1 18
3号棟 8 2 0 1 4 2 2 19
4号棟 5 1 3 3 3 4 0 19

6 11 4 3 7 8 9 4 46
7 5 1 0 0 1 1 0 8
8 11 3 1 12 3 11 2 43
計 107 26 28 31 47 39 17 295

平成30年11⽉1⽇現在

五味倉住宅
川前住宅

⼩野駅前住宅

住宅名

1 北浦アパート

⼩野新道住宅

5 下浦住宅

⽜網別当住宅
⼩松住宅
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図表 13 《市営住宅》⼊居世帯における家族構成（構成⽐） 

 
 

図表 14 《災害公営住宅》⼊居世帯における家族構成（単位：世帯） 

 
  

42.9%

54.5%

50.0%

38.9%

27.3%

23.9%

62.5%

25.6%

36.3%

9.5%

11.4%

15.8%

6.5%

8.7%

12.5%

7.0%

8.8%

14.3%

6.8%

13.2%

22.2%

11.7%

6.5%

2.3%

9.5%

4.8%

6.8%

5.3%

11.1%

5.2%

15.2%

27.9%

10.5%

9.5%

13.6%

15.8%

22.2%

22.1%

17.4%

12.5%

7.0%

15.9%

2.3%

22.1%

19.6%

12.5%

25.6%

13.2%

19.0%

4.5%

5.6%

5.2%

8.7%

4.7%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北浦アパート(21)

⽜網別当住宅(44)

⼩松住宅(38)

⼩野新道住宅(18)

下浦住宅(77)

五味倉住宅(46)

川前住宅(8)

⼩野駅前住宅(43)

市営住宅全体(295)

(a)単⾝ (b)夫婦のみ (c)夫婦と⼦（18歳以上）
(d)夫婦と⼦（18歳未満） (e)ひとり親と⼦（18歳以上） (f)ひとり親と⼦（18歳未満）
(g)その他

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

番号 単⾝ 夫婦のみ 夫婦と⼦（18
歳以上）

夫婦と⼦（18
歳未満）

ひとり親と⼦
（18歳以上）

ひとり親と⼦
（18歳未満） その他 合計

1 7 4 2 3 1 1 1 19
2 5 3 0 4 3 3 4 22
3 77 20 5 14 23 4 10 153
4 5 1 0 2 1 5 2 16
5 8 1 1 7 7 8 1 33

Ⅰ期 14 8 5 4 6 3 7 47
Ⅱ期 50 6 3 1 7 1 5 73

Ⅲ、Ⅳ期 47 39 9 12 19 7 12 145
Ⅳ期 11 1 2 10 3 2 5 34

7 17 1 0 0 0 0 1 19
8 16 13 2 2 3 2 1 39
9 16 2 1 2 3 2 2 28
10 3 6 1 0 0 0 2 12
11 1 2 1 1 0 0 0 5
12 0 0 0 0 1 0 3 4
13 26 14 6 12 6 7 13 84
14 7 5 0 8 7 2 1 30
15 12 3 3 5 7 2 7 39

Ⅰ期 30 14 6 1 10 5 5 71
Ⅱ期 26 23 8 5 7 2 8 79

17 0
計 378 166 55 93 114 56 90 952

平成30年11⽉1⽇現在

柳の⽬⻄住宅（整備中）

⽉浜住宅
柳の⽬東住宅

⼩野駅前南住宅
沢⽥前住宅

16 野蒜ケ丘住宅

町浦住宅
⽮本⻄住宅

⼩野駅前東住宅
室浜住宅
⼤浜住宅

⼩松南住宅
川前⼆住宅

川前四番住宅

6 あおい住宅

住宅名

⼩野中央住宅
⼩野駅前北住宅
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第２章 ⼊居者意識調査 
現在居住する住宅の居住環境や今後の居住意識、修繕・改善要望や住宅整備のあり方に対する意

見・要望等を把握し、計画への反映を図るため、市営住宅及び災害公営住宅に入居する世帯の世帯

主を対象として意識調査を実施した。 

１ 意識調査の概要 
 

ア 意識調査の実施要領 

意識調査の対象者及び実施方法等については以下の通りとした。 

図表 15 意識調査の実施要領 

調査対象 
(1)市営住宅に居住する世帯の世帯主 289 世帯 

(2)災害公営住宅に居住する世帯の世帯主 936 世帯 

調査方法 郵送によるアンケートの配布・回収 

記入方式 無記名回答方式 

調査期間 平成 30 年 10 月 1 日（月）～ 10 月 15 日（月） 

 
 

イ アンケートの回収結果 

意識調査を実施した結果、アンケートの回収状況は以下の通りであった。 

図表 16 調査票の回収結果 

調査対象 配布数（世帯） 回収数（世帯） 回収率 

(1)市営住宅 289 178 61.6 ％ 

(2)災害公営住宅 936 552 59.0 ％ 

合 計 1,225 730 59.6 ％ 
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２ 意識調査の結果 

（１）市営住宅に対する意識調査 
１）居住団地 

「どちらの公営住宅へお住まいですか」

との問いに対し、「下浦住宅（26.4％）」

との回答が最も多く、次いで「五味倉住

宅（16.3％）」、「牛網別当住宅

（15.7％）」、「小松住宅（14.0％）」

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

２）居住年数 

「現在の住宅にお住まいになって何年

になりますか」との問いに対し、「20 年

以上（48.9％）」との回答が最も多く、

次いで「10～19 年（28.1％）」となって

いる。 

20 年以上の長期の居住者が全体の半数

を占めている。 

 

 

 

 

 

３）家族の人数 

「何人家族ですか」との問いに対し、

「1人（35.4％）」との回答が最も多く、

次いで「2人（29.2％）」、「3人

（17.4％）」となっている。 

単身もしくは夫婦のみ家族など 2人以

下の家族が全体の 6 割以上を占めている。 

 

 

 

 

 

図表 17 居住団地（N=178） 

北浦アパート
(15)   8.4%

⼩松住宅
(25) 14.0%

五味倉住宅(29) 

16.3%

下浦住宅(47) 

26.4%

川前住宅(2) 

1.1%

⽜網別当住宅
(28)   15.7%

⼩野新道住宅
(12)   6.7%

⼩野駅前住宅
(18)   10.1%

無回答(2)  1.1%

図表 18 居住年数（N=178） 

5年未満(28) 

15.7%
5〜9年(11) 

6.2%

10〜19年(50) 

28.1%

20年以上(87) 

48.9%

無回答(2)  1.1%

図表 19 家族の⼈数（N=178） 

1⼈(63)

35.4%

2⼈(52)

29.2%

3⼈(31)

17.4%

4⼈(19)

10.7%

5⼈以上(11)

6.2%

無回答(2)

1.1%
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４）60 歳以上の高齢者の有無 

「ご家族の中に 60 歳以上の高齢者の方

はいますか」との問いに対し、「いる

（50.6％）」、「いない（46.1％）」と

なっている。 

65 歳以上の高齢者のいる世帯が全体の

半数を占めている。 

 
 
 
 
 
 

５）18 歳以下の子供の有無 

「ご家族の中に 18 歳以下のお子さんは

いますか」との問いに対し、「いる

（22.5％）」、「いない（73.6％）」と

なっている。 

18 歳以下の子供のいる世帯は全体の 2

割程度にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

６）自家用車の有無 

「現在、自家用車をお持ちですか」と

の問いに対し、「持っている

（72.5％）」、「持っていない

（25.3％）」となっている。 

自家用車を持っている世帯が全体の 7

割以上を占めている。 

 
  

図表 20 60 歳以上の⾼齢者の有無（N=178） 

いる (90) 

50.6%

いない(82) 

46.1%

無回答(6)   3.4%

図表 21 18 歳以下の⼦供の有無（N=178） 

いる(40)  22.5%

いない(131) 

73.6%

無回答(7)   3.9%

図表 22 ⾃家⽤⾞の有無（N=178） 

持っている
(129)  72.5%

持っていない
(45)   25.3%

無回答(4)   2.2%
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７）住宅に対する満足度 

「現在お住まいの住宅について

どう思いますか」との問いに対し、

満足度の高いものとして「家賃

（1.180）」、「住宅の広さ・部屋

数（0.671）」、「駐車スペース

（0.552）」が挙げられている。 

一方、満足度の低いものとして

「防音・断熱（-0.766）」、「水

まわりの設備（-0.357）」が挙げ

られている。 

「全体的にみて（0.146）」、お

おむね満足との評価になっている

が、満足度の高いものと低いもの

との開きが目立っている。 

 

 

※（ ）内の数値は、回答者による「満足

度」（下記の数式に基づく評価指標）。 

「満足度」＝｛(満足)×2点＋(やや満足)×1点＋(やや不満)×(-1)点＋(不満)×(-2)点｝ 

÷｛(回答総数)－(無回答数)｝ 

 

  

図表 23 住宅に対する満⾜度 

0.671 

‐0.357 

0.195 

0.336 

‐0.766 

0.552 

1.180 

0.146 

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

A 住宅の広さ・部屋数

B 水まわりの設備

C 押入等の収納

D 手すりや段差解消

E 防音・断熱

F 駐車スペース

G 家賃

H 全体的にみて
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８）今後の居住意向 

「今後も現在の住宅にお住まいになり

たいですか」との問いに対し、「今後も

住み続けたい（48.9％）」となっており、

全体の半数は現住居での居住継続を望ん

でいる。 

一方、「転居する予定である（2 年以内）

（1.1％）」、「いずれは転居したい（3

年後以降）（18.5％）」となっており、

全体の約 2割は現住居からの転出を予定

もしくは希望している。 

また、約 2割の方は、今後について

「わからない（とくに考えていない）

（21.9％）」としている。 

団地別にみると、「今後

も住み続けたい」との回答

は、北浦アパート（80.0％）

や五味倉住宅（58.6％）、

小野新道住宅（58.3％）で

居住者の過半数を超えてい

る。（※川前住宅は回答者

数が少ないため、上記評価

から除く。） 

また、市営住宅のうち、

耐用年数を経過もしくは耐

用年数間近の団地に着目す

ると、「転居する予定であ

る（2年以内）」方と「いず

れは転居したい（3年後以

降）」方を合わせ、転居意

向を持つ居住者が牛網別当

住宅（25.0％）、小松住宅

（28.0％）でそれぞれ３割

弱みられるが、北浦アパー

トでは現時点で転居意向を

持つ居住者はいない。 

 
  

図表 24 今後の居住意向（N=178） 

今後も住み続
けたい(87) 

48.9%

転居する予定
である（2年以
内）(2)   1.1%

いずれは転居
したい（3年後

以降）(33) 

18.5%

払い下げを希
望したい(8) 

4.5%

わからない
（とくに考え

ていない）(39) 

21.9%

無回答(9)  5.1%

図表 25 団地別にみた今後の居住意向 

80.0%

44.0%

58.6%

44.7%

100.0%

32.1%

58.3%

38.9%

4.0%

3.4%

24.0%

10.3%

25.5%

25.0%

8.3%

22.2%

6.9%

2.1%

14.3%

5.6%

20.0%

20.0%

13.8%

25.5%

17.9%

33.3%

33.3%

8.0%

6.9%

2.1%

10.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北浦アパート(15)

⼩松住宅(25)

五味倉住宅(29)

下浦住宅(47)

川前住宅(2)

⽜網別当住宅(28)

⼩野新道住宅(12)

⼩野駅前住宅(18)

(a)今後も住み続けたい (b)転居する予定である（2年以内）
(c)いずれは転居したい（3年後以降） (d)払い下げを希望したい
(e)わからない（とくに考えていない） (f)無回答

(a) (e)

図表 26 耐⽤年数を経過もしくは耐⽤年数間近の団地 
における今後の居住意向 

32.1%

44.0%

80.0%

4.0%

25.0%

24.0%

14.3% 17.9%

20.0%

20.0%

10.7%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⽜網別当住宅(28)

⼩松住宅(25)

北浦アパート(15)

(a)今後も住み続けたい (b)転居する予定である（2年以内）
(c)いずれは転居したい（3年後以降） (d)払い下げを希望したい
(e)わからない（とくに考えていない） (f)無回答

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
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９）転居する理由 

「転居する予定である、あるいは、い

ずれは転居したい理由は何ですか」との

問いに対し、「現在の住宅が古いから

（62.9％）」との回答が最も多く、次い

で「現在の住宅が狭い、部屋数が足りな

いから（14.3％）」となっている。 

 
 
 
 
 
 

10）住宅整備で重要なこと 

「将来、公営住宅の整

備・改善や建て替えなどを

進める際に、どのようなこ

とが重要だとお考えですか」

（2つまで回答）との問いに

対し、「台所や浴室等水ま

わりの設備を整備する

（26.3％）」を挙げる方が

最も多く、次いで「防音や

断熱性を高める（23.4％）」

が挙げられている。 

団地別にみると、「台所

や浴室等水まわりの設備を

整備する」ことが重要との

回答は、北浦アパート

（34.6％）や下浦住宅

（33.3％）、小松住宅

（26.2％）など、また、

「防音や断熱性を高める」

ことが重要との回答は、五

味倉住宅（30.8％）や小野

駅前住宅（29.0％）などで

比較的多くなっている。

（※川前住宅は回答者数が

少ないため、上記評価から

除く。） 

 

  

図表 27 転居する理由（N=35） 

親や⼦供と同
居するため(2) 

5.7%

現在の住宅が
狭い、部屋数
が⾜りないか
ら(5)   14.3%

現在の住宅が
古いから(22) 

62.9%仕事の関係
（転勤、転

職）(0)   0.0%

家賃が⾼いか
ら(0)   0.0%

持ち家を取得
するため（⾃
宅の再建も含
む）(2)   5.7%

その他(3)  8.6% 無回答(1)  2.9%

図表 28 住宅整備で重要なこと 

11.2%

26.3%

7.6%

12.2%

23.4%

6.6%

3.3%

9.5%

住宅を広くする・部屋数を増やす(34)

台所や浴室等⽔まわりの設備を整備する(80)

押⼊や納⼾等の収納スペースを増やす(23)

⼿すりの設置や段差解消等の⾼齢者への配慮(37)

防⾳や断熱性を⾼める(71)

駐⾞場の確保・整備(20)

その他(10)

無回答(29)

0% 10% 20% 30%

図表 29 団地別にみた住宅整備で重要なこと 

7.7%

9.5%

11.5%

10.7%

11.6%

20.0%

9.7%

34.6%

26.2%

17.3%

33.3%

33.3%

23.3%

15.0%

25.8%

15.4%

11.5%

9.5%

15.0%

6.5%

3.8%

19.0%

7.7%

13.1%

14.0%

10.0%

16.1%

23.1%

23.8%

30.8%

20.2%

33.3%

20.9%

15.0%

29.0%

3.8%

7.1%

9.6%

3.6%

9.3%

10.0%

6.5%

3.8%

4.8%

3.8%

3.6%

5.0%

3.2%

7.7%

9.5%

7.7%

6.0%

33.3%

20.9%

10.0%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北浦アパート(26)

⼩松住宅(42)

五味倉住宅(52)

下浦住宅(84)

川前住宅(3)

⽜網別当住宅(43)

⼩野新道住宅(20)

⼩野駅前住宅(31)

(a)住宅を広くする・部屋数を増やす (b)台所や浴室等⽔まわりの設備を整備する
(c)押⼊や納⼾等の収納スペースを増やす (d)⼿すりの設置や段差解消等の⾼齢者への配慮
(e)防⾳や断熱性を⾼める (f)駐⾞場の確保・整備
(g)その他 (h)無回答

(a) (b) (c) (d) (g) (h)(e) (f)
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11）住宅整備に伴う家賃引き上げについて 

「整備・改善や建て替えを行った場合、

住宅の家賃などが多少高くなることがあ

りますが、このことについてどのように

お考えですか」との問いに対し、「現在

のままでよい（20.8％）」、「家賃が高

くなるのなら、整備・改善や建て替えを

行わなくてよい（20.2％）」となってい

る。 

一方、家賃引き上げの額にもよるが、

「整備・改善や建て替えを行って欲しい

（46.6％）」という方も全体の半数近く

を占めている。 

団地別にみると、「現在のままでよ 

い」との回答は、小野新道

住宅（66.7％）や小野駅前

住宅（33.3％）などで多く

なっている。 

一方、家賃引き上げの額

にもよるが、「整備・改善

や建て替えを行って欲し 

い」との回答は、小松住宅

（68.0％）や北浦アパート

（53.3％）、下浦住宅

（53.2％）などで多くなっ

ている。（※川前住宅は回

答者数が少ないため、上記

評価から除く。） 

 

12）現住宅に住めなくなった場合の意向 

「現在お住まいの住宅に住めなくなっ

てしまった場合どうしますか」との問い

に対し、「同じ団地内の他の住戸に移転

したい（21.3％）」、「他の公営住宅に

移転したい（44.9％）」となっており、

全体の 6割以上は、引き続きいずれかの

公営住宅への居住を希望している。 

一方、「わからない（18.5％）」もし

くは「無回答（10.7％）」の方も全体の

約 3割を占めている。 

 
  

図表 32 現住宅に住めなくなった場合の意向
（N=178）

同じ団地内の
他の住⼾に移
転したい(38) 

21.3%

他の公営住宅
に移転したい
(80)   44.9%⺠間の賃貸住

宅に移転した
い(0)  0.0%

マイホームを
取得したい(2) 

1.1%

わからない(33) 

18.5%

その他(6)  3.4%
無回答
(19)  
10.7%

図表 30 住宅整備に伴う家賃引き上げへの意⾒
（N=178）

現在のままでよい（当
⾯、特に整備・改善や
建て替えの必要はな

い）(37)   20.8%

⽉5千円未満の家賃
引き上げですむな
ら、整備・改善や
建て替えを⾏って
欲しい(48)   27.0%

⽉5千円〜1万円程度の家賃引き
上げですむなら、整備・改善や

建て替えを⾏って欲しい(29) 

16.3%

⽉1万円以上の家
賃引き上げに
なっても、整

備・改善や建て
替えを⾏って欲

しい(6)   3.4%

家賃が⾼くなるのな
ら、整備・改善や建
て替えを⾏わなくて

よい(36)   20.2%

その他(4)  2.2% 無回答(18)  10.1%

図表 31 団地別にみた住宅整備に伴う家賃引き上げへの意⾒ 

26.7%

12.0%

17.2%

12.8%

50.0%

10.7%

66.7%

33.3%

33.3%

24.0%

37.9%

34.0%

50.0%

21.4%

16.7%

5.6%

20.0%

28.0%

3.4%

14.9%

25.0%

8.3%

16.7%

16.0%

4.3%

13.3%

12.0%

27.6%

21.3%

14.3%

8.3%

44.4%

6.7%

3.4%

7.1%

8.0%

10.3%

12.8%

21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北浦アパート(15)

⼩松住宅(25)

五味倉住宅(29)

下浦住宅(47)

川前住宅(2)

⽜網別当住宅(28)

⼩野新道住宅(12)

⼩野駅前住宅(18)

(a)現在のままでよい（当⾯、特に整備・改善や建て替えの必要はない）
(b)⽉5千円未満の家賃引き上げですむなら、整備・改善や建て替えを⾏って欲しい
(c)⽉5千円〜1万円程度の家賃引き上げですむなら、整備・改善や建て替えを⾏って欲しい
(d)⽉1万円以上の家賃引き上げになっても、整備・改善や建て替えを⾏って欲しい
(e)家賃が⾼くなるのなら、整備・改善や建て替えを⾏わなくてよい
(f)その他
(g)無回答

(a) (b) (c) (d) (e)(f)
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13）希望する移転先の住宅 

「他の公営住宅に移転したいと回答し

た方におたずねします。移転したい住宅

はどこですか」との問いに対し、「空室

となった災害公営住宅（戸建住宅）

（51.3％）」、「空室となった災害公営

住宅（集合住宅）（22.5％）」となって

いる。 

全体の 7割以上が、空室となった災害

公営住宅への移転を希望している。 

 
 
 
 

14）移転までに必要な期間 

「現在お住まいの住宅から移転が必要

となった場合、どの程度の期間で移転が

できますか」との問いに対し、「今すぐ

にでも（9.6％）」、「1ヵ月以内

（11.8％）」、「半年以内（33.9％）」、

「1年以内（16.3％）」となっている。 

移転が必要となった場合、全体の約 7

割が 1年以内の移転が可能だと考えてい

る。 

 
 
 

  

図表 33 希望する移転先の住宅（N=80） 

五味倉住宅(2)   2.5%

下浦住宅(3)   3.8%

川前住宅(2) 

2.5%⼩野駅前住宅
(8)   10.0%

空室となった災害公営住
宅（⼾建住宅）(41) 

51.3%

空室となった災害公営住宅
（集合住宅）(18)   22.5%

それ以外(1) 

1.3%

無回答(5)   6.3%

図表 34 移転までに必要な期間（N=178） 

今すぐにでも
(17)   9.6%

1ヵ⽉以内(21) 

11.8%

半年以内(55) 

30.9%1年以内(29) 

16.3%

それ以上(31) 

17.4%

無回答(25) 

14.0%
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（２）災害公営住宅に対する意識調査 
１）居住団地 

「どちらの公営住宅へお住まいですか」

との問いに対し、「野蒜ケ丘住宅

（19.0％）」との回答が最も多く、次い

で「あおい住宅（戸建）（18.8％）」、

「小松南住宅（14.3％）」、「あおい住

宅（集合）（11.1％）」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

２）居住年数 

「現在の住宅にお住まいになって何年

になりますか」との問いに対し、「1年未

満（2.9％）」、「1～3年（57.8％）」、

「3年以上（38.6％）」となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）家族の人数 

「何人家族ですか」との問いに対し、

「1人（39.3％）」との回答が最も多く、

次いで「2人（35.5％）」、「3人

（14.7％）」となっている。 

単身もしくは夫婦のみ家族など 2人以

下の家族が全体の 7 割以上を占めている。 

 

 

 

 

 

  

図表 37 家族の⼈数（N=552） 

1⼈(217)   39.3%

2⼈(196)   35.5%

3⼈(81)   14.7%

4⼈(38)  6.9%

5⼈以上(19) 

3.4%

無回答(1)  0.2%

図表 35 居住団地（N=552） 

⼩野駅前北住宅(10)  1.8% ⼩野中央住宅(12)  2.2%

川前⼆住宅(8)  1.4%

川前四番住宅(15)  2.7%

⼩松南住宅(79) 

14.3%

あおい住宅
（⼾建）(104) 

18.8%あおい住宅
（集合）(61) 

11.1%

町浦住宅(11) 

2.0%

⼩野駅前東住
宅(16)   2.9%

⼩野駅前南住
宅(20)   3.6%

⼤浜住宅(2) 

0.4%

沢⽥前住宅(24) 

4.3%

⽉浜住宅 (2)  0.4%

室浜住宅(4) 

0.7%

柳の⽬東住宅
(48)   8.7%

⽮本⻄住宅(27) 

4.9%
野蒜ケ丘住宅
(105)   19.0%

無回答(4)  0.7%

図表 36 居住年数（N=552） 

1年未満(16) 

2.9%

1〜3年(319) 

57.8%

3年以上(213) 

38.6%

無回答(4)  0.7%
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４）60 歳以上の高齢者の有無 

「ご家族の中に 60 歳以上の高齢者の方

はいますか」との問いに対し、「いる

（67.6％）」、「いない（29.2％）」と

なっている。 

65 歳以上の高齢者のいる世帯が全体の

7割弱を占めている。 

 
 
 
 
 
 

５）18 歳以下の子供の有無 

「ご家族の中に 18 歳以下のお子さんは

いますか」との問いに対し、「いる

（14.7％）」、「いない（80.1％）」と

なっている。 

18 歳以下の子供のいない世帯が全体の

8割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

６）自家用車の有無 

「現在、自家用車をお持ちですか」と 

の問いに対し、「持っている（77.0％）」、 

「持っていない（22.3％）」となってい 

る。 

自家用車を持っている世帯が全体の 8 

割弱を占めている。 

 
  

図表 38 60 歳以上の⾼齢者の有無（N=552） 

いる(373) 

67.6%

いない(161) 

29.2%

無回答(18) 

3.3%

図表 40 ⾃家⽤⾞の有無（N=552） 

持っている
(425)   77.0%

持っていない
(123)   22.3%

無回答(4)   0.7%

図表 39 18 歳以下の⼦供の有無（N=552） 

いる(81)   14.7%

いない(442) 

80.1%

無回答(29) 

5.3%
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７）住宅に対する満足度 

「現在お住まいの住宅についてど

う思いますか」との問いに対し、満

足度の高いものとして「手すりや段

差解消（1.249）」、「住宅の広さ・

部屋数（1.098）」、「水まわりの設

備（0.948）」が挙げられている。 

一方、満足度の低いものとして

「防音・断熱（0.434）」、「押入等

の収納（0.463）」、「駐車スペース

（0.463）」が挙げられている。 

「全体的にみて（0.740）」、おお

むね満足との評価になっている。 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内の数値は、回答者による「満足度」

（下記の数式に基づく評価指標）。 

「満足度」＝｛(満足)×2点＋(やや満足)×1点＋(やや不満)×(-1)点＋(不満)×(-2)点｝ 

÷｛(回答総数)－(無回答数)｝ 

 

８）今後の居住意向 

「今後も現在の住宅にお住まいになり

たいですか」との問いに対し、「今後も

住み続けたい（62.3％）」となっており、

全体の約 6割は現住居での居住継続を望

んでいる。 

一方、「転居する予定である（2 年以内）

（1.8％）」、「いずれは転居したい（3

年後以降）（4.3％）」となっており、現

住居からの転出を予定もしくは希望して

いる方は全体の 1割に満たない。 

また、約 2割の方は、今後について

「わからない（とくに考えていない）

（22.1％）」としている。 

 
  

図表 41 住宅に対する満⾜度 

1.098 

0.948 

0.463 

1.249 

0.434 

0.463 

0.557 

0.740 

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

A 住宅の広さ・部屋数

B 水まわりの設備

C 押入等の収納

D 手すりや段差解消

E 防音・断熱

F 駐車スペース

G 家賃

H 全体的にみて

図表 42 今後の居住意向（N=552） 

今後も住み続
けたい(344) 

62.3%

転居する予定
である（2年以
内）(10)   1.8%

いずれは転居
したい（3年後
以降）(24) 4.3%

払い下げを希
望したい(42) 

7.6%

わからない
（とくに考え
ていない）
(122)   22.1%

無回答(10) 

1.8%
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９）転居する理由 

「転居する予定である、あるいは、い

ずれは転居したい理由は何ですか」との

問いに対し、「家賃が高いから

（15.2％）」、「持ち家を取得するため

（自宅の再建も含む）（15.2％）」、

「親や子供と同居するため（12.1％）」

などの回答となっている。 

「その他（30.3）」も比較的多く、住

環境や人間関係などの理由から転居を希

望する方がみられる。 

 
 

10）住宅整備で重要なこと 

「将来、公営住宅の整備・

改善や建て替えなどを進める

際に、どのようなことが重要

だとお考えですか」（2つま

で回答）との問いに対し、

「押入や納戸等の収納スペー

スを増やす（22.3％）」を挙

げる方が最も多く、次いで

「防音や断熱性を高める

（19.9％）」、「手すりの設

置や段差解消等の高齢者への

配慮（10.8％）」が挙げられ

ている。 

 

11）住宅整備に伴う家賃引き上げについて 

「整備・改善や建て替えを行った場合、

住宅の家賃などが多少高くなることがあ

りますが、このことについてどのように

お考えですか」との問いに対し、「現在

のままでよい（40.0％）」、「家賃が高

くなるのなら、整備・改善や建て替えを

行わなくてよい（25.2％）」となってい

る。 

一方、家賃引き上げの額によっては

「整備・改善や建て替えを行って欲しい

（19.6％）」という方は全体の 2割程度

となっている。   

図表 45 住宅整備に伴う家賃引き上げについて
（N=552）

現在のままでよい（当
⾯、特に整備・改善や
建て替えの必要はな

い）(221)    40.0%

⽉5千円未満の家賃引き上げですむな
ら、整備・改善や建て替えを⾏って欲

しい(79)    14.3%

⽉5千円〜1万円程度の家賃引き上げ
ですむなら、整備・改善や建て替え

を⾏って欲しい(22)    4.0%

⽉1万円以上の家
賃引き上げに
なっても、整

備・改善や建て
替えを⾏って欲
しい(7)    1.3%

家賃が⾼くなるのなら、整
備・改善や建て替えを⾏わな

くてよい(139)    25.2%

その他(9)   1.6%

無回答(75) 

13.6%

図表 43 転居する理由（N=33） 

親や⼦供と同
居するため(4) 

12.1%

現在の住宅が狭
い、部屋数が⾜り
ないから(4)  12.1%

現在の住宅が
古いから(0) 

0.0%

仕事の関係
（転勤、転
職）(1)  3.0%

家賃が⾼いか
ら(5)   15.2%

持ち家を取得するた
め（⾃宅の再建も含

む）(5)    15.2%

その他(10) 

30.3%

無回答(4) 

12.1%

図表 44 住宅整備で重要なこと 

9.3%

9.6%

22.3%

10.8%

19.9%

9.9%

7.3%

10.9%

住宅を広くする・部屋数を増やす(81)

台所や浴室等⽔まわりの設備を整備する(84)

押⼊や納⼾等の収納スペースを増やす(194)

⼿すりの設置や段差解消等の⾼齢者への配慮(94)

防⾳や断熱性を⾼める(173)

駐⾞場の確保・整備(86)

その他(64)

無回答(95)

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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第３章 公営住宅等ストックの課題 
公営住宅等の管理状況及び入居者意識調査の結果を踏まえ、公営住宅等ストックの課題を以下の

通り整理する。 

 

１）公営住宅等の現状を踏まえた課題 
・市営住宅のうち、北浦アパートについては、耐用年数（耐火、70 年）が近づいており老朽化

にともなう劣化が著しくなっていることから、建替又は用途廃止を検討する必要がある。 

・既に耐用年数を経過している牛網別当住宅（木造、30 年）及び小松住宅（準耐火、45 年）に

ついては、既に耐用年数を経過し老朽化が進んでいることから、現敷地の立地性を踏まえる

と用途廃止とすることが望ましい。 

・小野新道住宅についても耐用年数（準耐火、45 年）を経過しているが、平成 23 年度の災害復

旧工事により修繕が図られたことから、住宅困窮世帯の需要に対応するため引き続き維持管

理が求められる。 

・下浦住宅については、各住棟の屋上や外壁など躯体の劣化状況を踏まえ、耐用年数（耐火、

70 年）までの有効活用が可能となるよう、予防保全的な改善に取り組む必要がある。 

・災害公営住宅を含めたその他住宅についても、建設後経過年数に応じた定期的な修繕が望ま

れる。 

 

２）⼊居世帯の現状を踏まえた課題 
・市営住宅のうち牛網別当住宅及び小松住宅をはじめとする住宅では、全体的に高齢の世帯主

（単身高齢者や高齢夫婦のみ世帯）が多くを占めているが、今後も引き続き活用を図るべき

住宅については、高齢者等が安心して居住できるようバリアフリー化が必要である。 

・ひとり親と子（18 歳未満）の世帯も数多くみられることから、世帯構成に応じた居住水準や

団地単位での世代バランスにも配慮しつつ、子育て環境としての安全性や住宅周辺における

防犯性の確保が望まれる。 

 

３）⼊居者の意識を踏まえた課題 
・市営住宅入居者の意識としては、「今後も住み続けたい」（約 49％）と考える方が半数を占

める。現状の評価としては、「台所や浴室等水回り」（約 26％）、「防音や断熱性」（約

23％）の改善を求める意見が多い。 

・「他の公営住宅に移転したい」と回答した方が希望する移転先としては、「空き家となった

災害公営住宅」（約 74％）を挙げる方が多くなっている。 

・災害公営住宅入居者の意識としては、「今後も住み続けたい」（約 62％）と考える方が多数

を占め、「わからない」（約 22％）との回答も目立つ。「払下げを希望する」（約 8％）方

もみられる。 

・災害公営住宅から「転居する予定である、あるいは、いずれは転居したい」と回答した方が

転居を希望する理由としては、「家賃が高いから」、「持家を取得するため（自宅の再建も

含む）」（ともに約 15％）、「親や子供と同居するため」、「現在の住宅が狭い、部屋数が

足りないから」（ともに約 12％）となっている。 

・以上のような入居者の意識を踏まえた住宅の改善など、適切な対応が求められる。 
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第４章 ⻑寿命化に関する基本⽅針 
前章の課題を踏まえ、公営住宅等の長寿命化に関する基本方針を以下の通り設定する。 

 

１）ストックの状況把握、修繕の実施、データ管理に関する⽅針 
 

○ストックの状態把握の方針 

公営住宅等の有効活用を図るためには、建物の経年劣化による躯体の劣化や入居者の意識に

みられるような居住性の低下などに対して、予防保全的な対策を計画的に実施していくことが

重要である。 

このため、ストックの状況を把握する定期点検を継続的に実施するとともに、団地・住棟ご

との修繕・改善履歴を一元的に管理する仕組みとして維持管理データベースを作成し、その適

切な管理・運用に努める。 

 

○日常的な維持管理の方針 

団地・住棟ごとの定期点検を実施することにより、建物の老朽化や劣化に伴う問題点の早期

発見に努めるとともに、居住の安全性や快適性などの面で支障が生じないよう日常的な維持管

理に取り組む。 

 

２）⻑寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する⽅針 
 

○長寿命化に関する方針 

団地・住棟ごとの日常的な維持管理に加え、耐用年数までの耐久性を維持・向上させていく

ため、これまでの修繕・改善履歴を踏まえ建物の経年劣化に応じた適時適切な対策を実施する

ことにより、公営住宅等の長寿命化を図る。 

なお、長寿命化に当たっては、入居者の一時転居や再入居など事業実施に伴う必要な対策や

周辺環境に対する影響等について十分配慮する。 

 

○ライフサイクルコストの縮減に関する方針 

団地・住棟ごとに見込まれる修繕内容、修繕周期を考慮した修繕実施時期、必要となる費用

等を勘案した修繕計画を策定し効率的に実施することにより、公営住宅等の今後の維持管理に

要するライフサイクルコストについて縮減を図る。 
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第５章 公営住宅等⻑寿命化計画の対象と事業⼿法の選定 
災害公営住宅を新たなストックとして加えた上で、本計画に位置づける対象住宅を決定し、公営

住宅必要量の推計と需給状況を確認の上、将来ストック数を設定する。また、対象住宅の団地別・

住棟別の状況を踏まえ、事業手法を選定する。 

１ 対象となる公営住宅等 
長寿命化・維持修繕の検討を図るべき公営住宅等を抽出し、その概要（住戸、共用部分、屋

外・外構に係る外壁・屋根・供給処理等に関する改善・修繕履歴など）について整理する。 

 

図表 46 主要な修繕履歴⼀覧（下浦住宅） 

 
 

  

階段灯修繕 457,170 コック交換 220,800

ＭＤＦ盤交換 236,250

2号棟 東⾯外壁防⽔修繕 299,250 コック交換 163,200 物置場修繕 204,750

3号棟 コック交換 211,200

4号棟 コック交換 230,400

1号棟 物置場修繕 225,750

2号棟 屋上防⽔修繕 294,000 東⾯外壁防⽔修繕 210,000 物置場修繕等 147,000

物置場修繕等 147,000

ＴＶ設備不良修繕 119,280

4号棟 北⾯外壁防⽔修繕 324,345

共通 受⽔層給⽔管修理 100,800

北⾯外壁防⽔修繕 210,000 ＴＶ設備不良修繕 109,830

防⽔修繕 113,400

共通 防⽔修繕 229,110

平成23年度 4号棟 排⽔管修繕 198,922

4号棟 ゴミ置き場給⽔修理 128,100 外灯修繕 162,225

給⽔配管他修繕 293,265 駐輪場劣化改修 195,300

⽔抜栓交換修繕 136,185 集会所前外灯交換 128,415

受⽔槽ポンプ修繕 451,500 駐輪場センサーライト 212,100

漏⽔調査他修繕 123,375

1号棟 ⾼架⽔槽排⽔修繕 132,300 ＴＶ設備不良修繕 393,750

2号棟 分電盤交換 243,600

3号棟 分電盤交換 440,160 ＴＶ設備不良修繕 126,420

平成26年度 共通 滅菌装置ポンプ修理 261,360 電気設備修理 389,340 機械室引込柱撤去 120,604

計 294,000 1,386,105 1,825,807 1,928,745 825,600 2,130,199
平成22〜26

年度（現計画
前期5か年）

0 552,510 1,725,007 1,235,325 0 1,286,419

※⼀般会計住宅管理費より10万円以上の⽀出額を抽出。但し、住⼾単位での修繕、災害復旧修繕は除く。

修繕履歴
住棟実施年度

給排⽔設備 電気設備 ガス設備 その他

2号棟

共通

平成22年度

平成25年度

平成24年度

平成20年度

平成21年度

屋上防⽔ 外壁塗装等

1号棟

3号棟
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２ 将来ストック数の設定 
「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28 年 8 月、国土交通省）」におけるストッ

ク推計プログラム等を用いて「著しい困窮年収未満の世帯数」を推計し、公的賃貸住宅及び民間

賃貸住宅の活用等、「著しい困窮年収未満世帯」への対応を検討した上で、将来の公営住宅等の

ストック量を設定する。 

 

ア 著しい困窮年収未満の世帯数推計の概要 

公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック数を推計する。推計にあたっては、中長

期にわたる世帯数等の推移見通しをもとに、公営住宅等による施策対象（本来階層及び裁量階

層）の世帯数を推計し、そのうち自力では最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年

収である世帯（以下「著しい困窮年収未満の世帯数」という。）に基づき、将来の公営住宅等

のストック量を検討する。 

なお、「著しい困窮年収未満の世帯数」は、将来のある時点（目標年次）において、全ての

借家（公営住宅等だけでなく民間賃貸住宅等も含めた借家）に居住する世帯数を示すものであ

り、推計結果がそのまま将来の公営住宅等ストック数を示すものではない。 

 

イ 著しい困窮年収未満の世帯数推計の流れ 

「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計には、世帯主率法を用いる。世帯主率法とは、人口

に世帯主率（人口に占める世帯主数の割合）を乗じることによって世帯主数、すなわち世帯数

を求める手法である。 

 
図表 48 著しい困窮年収未満の世帯数推計の流れ 

 
【ステップ０】世帯数の推計（世帯主年齢５歳階級別世帯類型別） 

↓ 
【ステップ１】借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計 

１）住宅所有関係・世帯人員・年間収入階級別世帯数の推計 

２）借家世帯の世帯人員・収入分位五分位階級別世帯数の推計 

↓ 
【ステップ２】公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅の施策対象世帯数」の推計 

１）基準年収以下の世帯の割合の推計 

・本来階層：収入分位 25％以下の世帯 

・裁量階層：収入分位 40％以下の世帯 

２）本来階層の世帯数の推計 

３）裁量階層の世帯数の推計 

↓ 
【ステップ３】公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計 

１）最低居住面積水準の民間賃貸住宅の家賃水準の推計 

２）適正な家賃負担率の範囲で最低居住面積水準の民間賃貸住宅の入居に必要な年収の推計 

３）必要年収未満の世帯数の推計【借家の世帯人員・収入分位別】 
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ウ 著しい困窮年収未満の世帯数の推計結果 

公営住宅等の需要として「著しい困窮年収未満の世帯数」について推計した結果、平成 37 年

度（2025 年度）において 1,396 世帯、平成 42 年度（2030 年度）において 1,447 世帯が公営住

宅等による施策の対象となる見通しである。 

なお、中長期にわたる見通しとしては、平成 42 年度（2030 年度）をピークとして、その後は

総世帯数の減少等の影響と相まって「著しい困窮年収未満の世帯数」は緩やかに減少傾向に転

じ、平成 52 年度（2040 年度）における公営住宅等による施策の対象は 1,359 世帯となる見通し

である。 

 
図表 49 公営住宅施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数（世帯⼈員別）」 

 
 

著しい困窮年収未満の世帯数推計について 

【概要】 

・公営住宅等の需要の見通しの検討にあたり、まず、将来（30 年程度の中長期）の時点におけ

る世帯数等の推計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層及び裁量階層）の世帯数を推計し、

そのうち自力では最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収である世帯を「著しい

困窮年収未満の世帯数」として推計するものである。 

【推計結果の捉え方】 

・ストック推計により算定される結果は、将来のある時点（目標年次）において、公営住宅等だ

けでなく民間賃貸住宅等も含めた全ての借家に居住する「著しい困窮年収未満の世帯数」を示

すものであり、推計結果がそのまま将来の公営住宅等ストック量を示すものではない。 

・このため、公営住宅等だけではなく、公的賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅、民間賃貸

住宅の活用等、市の状況に応じた「著しい困窮年収未満世帯」への対応を検討した上で、将来

の公営住宅等のストック量を設定する必要がある。 
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エ 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計 

推計した「著しい困窮年収未満の世帯数」は、将来のある時点（目標年次）において、全て

の借家（公営住宅等だけでなく民間賃貸住宅等も含めた借家）に居住する著しい困窮年収未満

の世帯数を示すものであり、推計結果がそのまま将来の公営住宅等ストック量を示すものでは

ない。 

このため、著しい困窮年収未満の世帯数への対応を検討したうえで、公営住宅等の将来のス

トック量（市営住宅等管理戸数の目標）を設定する。 

 

１）東松島市におけるストック推計結果の整理 
東松島市において「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計を行なった結果は次のとおりであ

る。 

「著しい困窮年収未満の世帯数」は今後増加を続けるが、平成 42 年度（2030 年度）の 1,447

世帯をピークとしてその後は減少し、平成 52 年度（2040 年度）には 1,359 世帯（平成 27 年度

（2015 年度）比 29％増）となる見通しである。 

 

図表 50 東松島市におけるストック推計結果  

 
 

  

時期〔年度〕
平成27
(2015)

平成32
(2020)

平成37
(2025)

平成42
(2030)

平成47
(2035)

平成52
(2040)

13,042 13,462 13,009 12,524 11,929 11,360

100% 103% 100% 96% 91% 87%

1,052 1,277 1,396 1,447 1,441 1,359

100% 121% 133% 138% 137% 129%

総世帯数〔世帯〕

著しい困窮年収未満
の世帯数〔世帯〕

※上段：世帯数の実数、下段：平成27年度（2015年度）の世帯数を100%とした場合の指標。
※平成27年度（2015年度）の総世帯数は、推計プログラム上の現況値であり、統計上の実績とは異なる。
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２）東松島市の住宅ストックの概況の把握 
「平成 25 年住宅・土地統計調査」によると、東松島市には 13,760 世帯が居住するが、公営

の借家（公営住宅等）は市営住宅が 399 戸、災害公営住宅が 1,101 戸、県営住宅が 190 戸（公

営の借家 1,690 戸：居住世帯のある住宅に対するストック比率＝12.3％）となっている。 

また、民営借家（民間賃貸住宅）は 2,620 戸となっている。 

 

図表 51 東松島市の住宅ストックの概況  

 
  

【資料】平成25年住宅・⼟地統計調査

※6：住宅の所有の関係「不詳」を含むため、また、四捨五⼊の関係により、合計値が100％にならない場合がある。

居住世帯の
ない住宅

600⼾

住宅総数
14,370⼾

※1：( )内の％は「居住世帯のある住宅」に対する⽐率。

※4：「⼀時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使⽤しているとか、何⼈かの⼈が交代で寝泊まりしているなど、そこに普段
   居住している者が⼀⼈もいない住宅。
※5：「⼆次的住宅」とは、別荘及び残業で遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている⼈がいる住宅。

※2：住宅の所有の関係「不詳」を含む。
※3：「公営の借家」の⼾数は、住宅・⼟地統計調査によらず平成30年度時点の管理⼾数（建設中を含む）とした。

空き家
540⼾

⼀時現在者のみの住宅 ※4
10⼾

持ち家
8,130⼾
(59.1%)

建築中の住宅
50⼾

店舗その他の併⽤住宅
300⼾
(2.2%)

居住世帯の
ある住宅
13,760⼾
(100.0%)

※1

 ⼆次的住宅 ※5
 賃貸⽤の住宅
 売却⽤の住宅
 その他の住宅

公営の借家 ※3
1,690⼾
(12.3%)

都市再⽣機構(UR)・公社の借家
 - ⼾

(0.0%)

⺠営借家
2,620⼾
(19.0%)

給与住宅
470⼾
(3.4%)

 - ⼾
180⼾

 - ⼾
360⼾

専⽤住宅
13,460⼾ ※2

(97.8%)
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３）「低廉な家賃かつ⼀定の質が確保された⺠間賃貸住宅」数の算定 
東松島市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数を算定する。 

 

  ①東松島市の民間賃貸住宅の市場家賃等の把握 

「平成 25 年住宅・土地統計調査」の結果を用いて、「延べ面積区分・家賃帯別民営借家（専

用住宅）数」を把握する（「図表 53」参照）。 

 

  ②東松島市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方の設定 

東松島市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」として、次の２点

を考慮する。 

 

ア）東松島市の住宅扶助費一般基準上限額を考慮し、１人世帯は 30,000 円以下、２人以上の世

帯については 40,000 円以下を「低廉な家賃」と考える。 

イ）住宅面積が 30 ㎡以上（１人世帯の最低居住面積水準 25 ㎡を上回るストックを対象）であ

ることに加えて、耐震性が確保されていると考えられる昭和 56 年（1981 年）以降に建設され

たストックを「一定の質」と考える。 

 

図表 52 東松島市の住宅扶助費⼀般基準上限額 

 
 

  ③東松島市における「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

「平成 25 年住宅・土地統計調査」の結果から得られる「延べ面積区分・家賃帯別民営借家

（専用住宅）」数（「図表 53」参照）を勘案し、以下の算定方法により東松島市における「低

廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数を約 1,350 戸とする。 

 

「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数 

 ＝ （ 家賃 2万円(30～49 ㎡)以下の住宅【917 戸】 

＋ 家賃 2～4万円(30～49 ㎡) の住宅【80 戸】 

＋ 家賃 4万円(50 ㎡～)以下の住宅【594 戸】 ） 

    × 耐震性を有する民営借家率※【85％】 

  ＝ 【約 1,350 戸】 

 

※ 昭和 56 年（新耐震基準）以降に建設された民営借家は民営借家全体の約 75％（平成 25 年住宅・土地統

計調査による）を占めており、それ以前に建設された住宅であっても、耐震診断や耐震改修等を実施す

ることにより居住の安全性に支障のない民営借家を民営借家全体の 10％程度確保することを目指すと、

民営借家全体で最大約 85％が耐震性を有するものと想定される。 

 

  

級地 １⼈ ２⼈ ３〜５⼈ ６⼈ ７⼈

３級地 35,000 円 42,000 円 46,000 円 49,000 円 55,000 円
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図表 53 「延べ⾯積区分・家賃帯別⺠営借家（専⽤住宅）」数に基づく 
「低廉な家賃かつ⼀定の質が確保された⺠間賃貸住宅」数の算定 

 
 

  

【資料】住宅・⼟地統計調査（総務省統計局） ※平成25年10⽉1⽇現在

178 

837 

145 

61 

19 

5 

80 

98 

75 

28 

108 

80 

75 

66 

28 

70 

243 

178 

70 

37 

5 

5 

84 

5 

9 

5 

9 

9 

9 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

29㎡以下
(365)

30〜49㎡
(1,254)

50〜69㎡
(580)

70〜99㎡
(285)

100㎡以上
(136)

1万円未満 1〜2万円 2〜4万円 4〜6万円 6〜8万円 8〜10万円 10万円以上 不詳

（⼾）

⺠営借家2,620⼾のうち、家賃4万円以
下（30㎡〜）の⼾数約1,590 ⼾×耐震性
を有する⺠営借家率85％＝約1,350⼾
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４）著しい困窮年収未満世帯への対応と将来管理⼾数の⽬標 
平成 52 年度（2040 年度）において、「著しい困窮年収未満世帯」は約 1,360 世帯と推計され

る一方、「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」は賃貸用の空き家を加えて約

1,300 戸と推計され、公営住宅等約 1,400 戸とあわせた約 2,700 戸により、上記「著しい困窮年

収未満世帯」約 1,360 世帯に対し十分対応可能となる見通しである。 

このような見通しのもと、平成 32 年度（2020 年度）時点の市営住宅 399 戸、災害公営住宅

1,101 戸について、平成 52 年度（2040 年度）における管理戸数は市営住宅 148 戸、災害公営住

宅 1,101 戸を目標とする。 

なお、災害公営住宅においては、入居者意識調査の結果より全居住者の約 8％（約 40 世帯）

の方が払下げを希望しているが、払下げ実施の可能性については、「著しい困窮年収未満の世

帯」への対応状況を踏まえ検討していくものとする。 

 

図表 54 著しい困窮年収未満世帯への対応（総括表） 

 

現状値 備考
平成27 平成32 平成37 平成42 平成47 平成52
(2015) (2020) (2025) (2030) (2035) (2040)
13,042 13,462 13,009 12,524 11,929 11,360 2020〜2040年にかけて約15％減。

1,052 1,277 1,396 1,447 1,441 1,359

市営住宅 399 399 248 216 196 148

2023年まで：⽜網別当住宅59⼾及び
⼩松住宅92⼾の⽤途廃⽌を想定。
2028年まで：北浦アパート32⼾の⽤
途廃⽌を想定。
2033年まで：⼩野新道住宅20⼾の⽤
途廃⽌を想定。
2038年まで：五味倉住宅48⼾の⽤途
廃⽌を想定。

災害公営
住宅

648 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101
払下げの可能性については、「著し
い困窮年収未満の世帯」への対応状
況を勘案のうえ検討する。

県営住宅 190 170 158 150 150 150

県営住宅（全190⼾）のうち⽊造住宅
（40⼾、耐⽤年数30年）について
は、⼊居開始年度から30年経過後に
⽤途廃⽌するものと仮定する。

⼩計 1,237 1,670 1,507 1,467 1,447 1,399
UR住宅 0 0 0 0 0 0
公社住宅 0 0 0 0 0 0
その他公
的賃貸

0 0 0 0 0 0

⼩計 0 0 0 0 0 0
⺠間賃貸
住宅

1,350 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 総世帯数の減少に連動し、2020〜
2040年にかけて約15％減。

賃貸⽤の
空き家

180 180 175 170 160 150 総世帯数の減少に連動し、2020〜
2040年にかけて約15％減。

⼩計 1,530 1,530 1,475 1,420 1,360 1,300

2,767 3,200 2,982 2,887 2,807 2,699

1,715 1,923 1,586 1,440 1,366 1,340対応住宅数の充⾜状況【B−A】

推計値

時期〔年度〕

1.総世帯数〔世帯〕
2.著しい困窮年収未満の世帯数
〔世帯〕       【A】
3.対応
住宅数
〔⼾〕

公営住宅等

低廉な家賃かつ
⼀定の質が確保
されたUR・公
社住宅等

低廉な家賃かつ
⼀定の質が確保
された⺠間賃貸
住宅

対応住宅数合計【B】
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３ 団地別・住棟別事業⼿法の選定 
「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28 年 8 月、国土交通省）」の「事業手法の

選定フロー」（図表 47 参照）に基づき、１次判定（団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性

に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定）、２次判定（１次判定において事業手法・管理方針の

判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定）、３次判定（計画期間における事業手法の決定）

を行い、判定結果をもとに長期的な管理の見通しを作成した上で、計画期間における活用手法を

決定する。 

 

（１）団地の管理⽅針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業⼿
法の仮設定【１次判定】  

１次判定は、以下の(ア)、(イ)の２段階の検討から事業手法を仮設定する。 

 

(ア) 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定する。 

検討内容（判定基準） 

【需要】 

・空家率の状況等により需要を評価する。 

・入居率が 70％未満の団地は需要が低いと判定する。 

・応募倍率（平成 24～28 年度の平均値）が 1.0 未満の団地は需要が低いと判定する。 

・募集停止（又は未実施）の団地は需要判定の対象外（需要なし）とする。 

【効率性】 

・敷地の高度利用の可能性等を検討し、建替事業の効率性を評価する。 

・対象団地のうち用途地域が指定されている団地は効率性が高いものと判定する。 

・対象団地のうち敷地規模が 10,000 ㎡以上の団地は効率性が高いものと判定する。 

【立地】 

・対象団地のうち利便性が高い（交通機関、生活利便施設等が近接する）場合は、公営住宅

立地として適していると判定する。 

・災害危険区域等内にある場合は、公営住宅立地として適さないと判定する。 

上記３項目のうち、全ての項目において活用に適する場合は「(Ⅰ)継続管理する団地」とし、

それ以外を「(Ⅱ)継続管理について判断を留保する団地」とする。 
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図表 55 １次判定(ア)の検討結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定する。 

 

検討内容（判定基準） 

【躯体の安全性】 

・昭和 56 年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計・施工された住棟については耐

震性を有するものとする。 

・新耐震基準に基づかない住棟で、既に診断を行い耐震性が確認されたものについては耐震

性を有するものとする。 

【避難の安全性】 

・設計図書により二方向避難、防火区画の確保の状況を判定する。 

【居住性】（※躯体の安全性及び避難の安全性に問題がない場合） 

・以下の項目について居住性の現状を評価する。 

⇒住戸面積：40 ㎡以上（単身者用は 25 ㎡以上） 

⇒バリアフリー性：住戸内、共用部分及び屋外 

⇒住戸内の設備状況：浴室設置、便所水洗化、３箇所給湯設置 

 
上記の検討項目から、次のフローに示す４区分に分類する。 

  

1 北浦アパート 昭和28
(1953) 耐⽕ 4F 32 21 65.6% 募集

停⽌
商業地域 2,266.20 ○ ⽮本駅徒

歩圏内 無し ○ (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

2 ⽜網別当住宅 昭和38〜48
(1963〜1973) ⽊造 1F 59 44 74.6% 募集

停⽌
第⼀種住居

地域
11,348.90 ○

陸前⼩野
駅徒歩圏

内
無し ○ (Ⅱ)継続管理について

判断を留保する団地

3 ⼩松住宅 昭和39〜43
(1964〜1968)

準耐
⽕

1F 92 38 41.3% 募集
停⽌

⽤途地域の指
定のない地域 6,281.80 無し (Ⅱ)継続管理について

判断を留保する団地

4 ⼩野新道住宅 昭和41〜43
(1966〜1968)

準耐
⽕

1F 20 18 90.0% 5.0 ○ 第⼀種住居
地域

3,978.20 ○ 無し (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

下浦住宅
（1〜3号棟）

昭和47〜48
(1972〜1973) 耐⽕ 4F 72 58 80.6% 4.9 ○ 東⽮本駅

徒歩圏内 無し ○ (Ⅰ)継続管理する団地

下浦住宅
（4号棟）

昭和58
(1983) 耐⽕ 4F 24 19 79.2% 4.0 ○ 東⽮本駅

徒歩圏内 無し ○ (Ⅰ)継続管理する団地

6 五味倉住宅 平成6〜9
(1994〜1997) ⽊造 2F 48 46 95.8% 10.4 ○ ⽤途地域の指

定のない地域 6,772.40 東⽮本駅
徒歩圏内 無し ○ (Ⅱ)継続管理について

判断を留保する団地

7 川前住宅 平成16
(2004) ⽊造 2F 8 8 100.0% 17.0 ○ ⽤途地域の指

定のない地域 2,072.60
陸前⾚井
駅徒歩圏

内
無し ○ (Ⅱ)継続管理について

判断を留保する団地

8 ⼩野駅前住宅 平成16〜18
(2004〜2006) ⽊造

1F、
2F

44 43 97.7% 6.8 ○ 第⼀種住居
地域

7,782.90 ○
陸前⼩野
駅徒歩圏

内
無し ○ (Ⅰ)継続管理する団地

平成30年11⽉1⽇現在
※「需要」のうち「応募倍率」は、平成24〜28年度の平均値。

○

需要

階数 応募
倍率

⽤途地域判定⼊居率
⼊居
⼾数

管理
⼾数

5

番号 住宅名

第⼀種住居
地域

2,266.20

１次判定
(ア)

判定結果

⽴地効率性

構造
建設
年度 判定

災害危険
区域等の

指定

利便
性

判定敷地⾯積
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図表 56 １次判定(イ)の検討フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 57 １次判定(イ)の検討結果  
 
  

(d)優先的な対応が 

必要（改善不可能） 

(c)優先的な対応が 

必要（改善可能） 

(b)改善が必要 

不要 必要 

不要 必要 可能 不可能 居住性に係る 

改善の必要性 

躯体・避難の安全性に

係る改善の必要性 

(a)改善不要 

躯体・避難の安全性に

係る改善の可能性 

躯体・避難の安全性に

係る改善の可能性 

⾯積 判定 設備 判定 浴室 ⽔洗化 3給湯 判定

1 北浦アパート 耐⽕ 4F 昭和28
(1953) 可 ○ 72.8㎡ ○

階段
⼿すり

有り 済 有り ○ (c)優先的な対応が必
要（改善可能）

2 ⽜網別当住宅 ⽊造 1F 昭和38〜48
(1963〜1973) 可 ○

31.3〜
39.4㎡

無し 有り 未
(汲取り)

無し (d)優先的な対応が必
要（改善不可能）

3 ⼩松住宅
準耐
⽕

1F 昭和39〜43
(1964〜1968) 可 ○

32.1〜
37.3㎡

無し 有り 済 無し (d)優先的な対応が必
要（改善不可能）

4 ⼩野新道住宅
準耐
⽕

1F 昭和41〜43
(1966〜1968) 可 ○

31.4〜
36.5㎡

無し 有り 済 無し (c)優先的な対応が必
要（改善可能）

下浦住宅
（1〜3号棟）

耐⽕ 4F 昭和47〜48
(1972〜1973)

要耐震化 可 ○
43.5〜
44.6㎡

○
階段

⼿すり
有り 済 無し (c)優先的な対応が必

要（改善可能）

下浦住宅
（4号棟）

耐⽕ 4F 昭和58
(1983) 有り ○ 可 ○

60.5〜
72.2㎡

○
階段

⼿すり
有り 済 無し (b)改善が必要

6 五味倉住宅 ⽊造 2F 平成6〜9
(1994〜1997) 有り ○ 可 ○

66.0〜
77.0㎡

○
浴室等
⼿すり

有り 済 有り ○ (a)改善不要

7 川前住宅 ⽊造 2F 平成16
(2004) 有り ○ 可 ○ 78.1㎡ ○

浴室等
⼿すり

有り 済
(浄化槽)

有り ○ (a)改善不要

8 ⼩野駅前住宅 ⽊造
1F、
2F

平成16〜18
(2004〜2006) 有り ○ 可 ○

77.0〜
80.0㎡

○
浴室等
⼿すり

有り 済 有り ○ (a)改善不要

平成30年11⽉1⽇現在

バリアフリー性 住⼾内設備

5

建設
年度

耐震性
の有無

判定
2⽅向
避難

判定
住⼾⾯積

１次判定
(イ)

判定結果

躯体の安全性 避難の安全性 居住性

番号 住宅名 構造 階数
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(ウ) １次判定結果のまとめ 

以上の「１次判定(ア)」（団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針）

及び「１次判定(イ)」（住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性）の検討結果に

基づき、下表の通り事業手法を仮設定する。 

なお、下表に示す「Ａグループ」、「Ｂグループ」については、引き続き「２次判定」を実

施する。 

 
図表 58 １次判定結果の分類 

１次判定(イ) 

 

１次判定(ア) 

(a)改善不要 (b)改善が必要 
(c)優先的な対応が

必要（改善可能） 

(d)優先的な対応が

必要（改善不可能）

 

(Ⅰ)継続管理する団地 

 

継続管理 改善、又は建替 
優先的な改善、 

又は優先的な建替 
優先的な建替 

(Ⅱ)継続管理について 

判断を留保する団地 

維持管理、 

又は用途廃止 

改善、建替、 

又は用途廃止 

優先的な改善、 

優先的な建替、又は 

優先的な用途廃止 

優先的な建替、又は

優先的な用途廃止 

 

Ａグループ 「(Ⅰ)継続管理する団地」のうち、「(b)改善が必要」又は「(c)優先的な対応が必要（改善可能）」

と評価された住棟については、改善か建替えかの判断を留保する。そのうえで、引き続き「２次判

定」を実施し、「改善」か「建替」のいずれかの事業手法について改めて判定を行う。 
 

Ｂグループ 「(Ⅱ)継続管理について判断を留保する団地」については、引き続き「２次判定」を実施し、「継続

管理する団地」か「当面管理する団地（建替を前提としない）」のいずれかの事業手法について改め

て判定を行う。 
 

 

図表 59 １次判定結果のまとめ（事業⼿法の仮設定） 
１次判定(イ) 

 

１次判定(ア) 

(a)改善不要 (b)改善が必要 
(c)優先的な対応が

必要（改善可能） 

(d)優先的な対応が

必要（改善不可能）

 

(Ⅰ)継続管理する団地 

 

継続管理 改善、又は建替 
優先的な改善、 

又は優先的な建替 
優先的な建替 

 

 

○小野駅前住宅 

 

 

 

■下浦住宅（4号

棟） 

 

 

■下浦住宅（1～3

号棟） 

 

 

（該当なし） 

 

 

(Ⅱ)継続管理について 

判断を留保する団地 

維持管理、 

又は用途廃止 

改善、建替、 

又は用途廃止 

優先的な改善、 

優先的な建替、又は 

優先的な用途廃止 

優先的な建替、又は

優先的な用途廃止 

 

 

○五味倉住宅 

○川前住宅 

 

 

（該当なし） 

 

 

 

■北浦アパート 

□小野新道住宅 

 

 

○牛網別当住宅 

□小松住宅 

 

凡例：■耐火 □準耐火 ○木造 
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（２）１次判定において事業⼿法・管理⽅針の判断を留保した団地・住棟の事業
⼿法の仮設定【２次判定】 

２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟（Ａグルー

プ、Ｂグループ）を対象として、以下の(ア)、(イ)の２段階の検討から事業手法を仮設定する。 

 

(ア) ＬＣＣ比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定 

１次判定において「Ａグループ」と判定された団地については、ライフサイクルコスト（Ｌ

ＣＣ）の比較により、「改善」か「建替」のいずれかの事業手法について改めて判定を行う。 

 

検討対象団地 

・下浦住宅 （９６戸） 

 

 

検討内容（判定基準） 

・対象住棟が改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場合のＬＣＣを比較し、建替事

業を実施する方がＬＣＣを縮減できる場合に、事業手法を建替と仮設定する。 

・ＬＣＣの算出については、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（国土交通省 平

成 28 年 8 月）で示された方法及び「ＬＣＣ算定プログラム」を用いる。 

ＬＣＣ ＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費） 

 

検討対象団地である下浦住宅についてＬＣＣを算出した結果をもとに、全面的改善事業を実

施した場合と建替事業を実施した場合のＬＣＣを比較する（図表-60、算出根拠は 74 ページ以

降を参照）。 

下浦住宅の１号棟から４号棟までのすべての住棟において、全面的改善事業を実施した場合

のＬＣＣの方が、建替事業を実施した場合のＬＣＣよりも縮減することが可能である。 

これを踏まえ、検討対象団地の判定結果を「改善」と仮設定する。 

 

図表-60 ライフサイクルコストの⽐較 

  

下浦住宅
1号棟

昭和47
(1972) 4 24 46 204 273 改善

下浦住宅
2号棟

昭和48
(1973) 4 24 45 185 273 改善

下浦住宅
3号棟

昭和48
(1973) 4 24 45 184 273 改善

下浦住宅
4号棟

昭和58
(1983) 4 24 35 269 273 改善

全⾯的改善事業を
実施した場合の

ＬＣＣ
(千円/⼾･年)

建替事業を
実施した場合の

ＬＣＣ
(千円/⼾･年)

建築年
階
数

⼾
数

経過年数
(2018年時点)

２次判定：ア）
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(イ) 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

１次判定において「Ｂグループ」と判定された団地については、「将来ストック数の設定」

（31～37 ページ参照）を踏まえ、「継続管理する団地」か、将来的な用途廃止を想定する「当

面管理する団地（建替を前提としない）」のいずれかの事業手法について改めて判定を行う。 

 

検討内容（判定基準） 

・対象団地について、需要、効率性、立地等を勘案し、将来的な活用にあたって建替の重要

性から「継続管理する団地」、又は「当面管理する団地（建替を前提としない）」を判定

する。〔２次判定(イ)－①〕 

・「当面管理する団地（建替を前提としない）」と判定され「改善が必要」である団地・住

棟のうち、既に耐用年数を経過している住棟については「用途廃止」とする。また、それ

以外は「当面維持管理」とする。〔２次判定(イ)－②〕 

 
以上の検討結果より、需要、効率性、立地等を勘案し活用を図るべき団地については「当面

維持管理」、また、それ以外については「用途廃止」と仮設定する。 

 

図表 61 １次・２次判定結果のまとめ 

 
  

1 北浦アパート (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

(c)優先的な対応が必
要（改善可能）

当⾯管理する団地
（建替を前提としない）

⽤途廃⽌

2 ⽜網別当住宅 (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

(d)優先的な対応が必
要（改善不可能）

当⾯管理する団地
（建替を前提としない）

⽤途廃⽌

3 ⼩松住宅 (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

(d)優先的な対応が必
要（改善不可能）

当⾯管理する団地
（建替を前提としない）

⽤途廃⽌

4 ⼩野新道住宅 (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

(c)優先的な対応が必
要（改善可能）

当⾯管理する団地
（建替を前提としない）

当⾯維持管理
（災害復旧実施済み）

下浦住宅
（1〜3号棟）

(Ⅰ)継続管理する団地
(c)優先的な対応が必
要（改善可能）

改善

下浦住宅
（4号棟）

(Ⅰ)継続管理する団地 (b)改善が必要 改善

6 五味倉住宅 (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

(a)改善不要
当⾯管理する団地

（建替を前提としない）
当⾯維持管理

7 川前住宅 (Ⅱ)継続管理について
判断を留保する団地

(a)改善不要 当⾯管理する団地
（建替を前提としない）

当⾯維持管理

8 ⼩野駅前住宅 (Ⅰ)継続管理する団地 (a)改善不要 継続管理する団地

5

１次判定
(イ)

判定結果

２次判定
(ア)

判定結果

２次判定
(イ)−①
判定結果

２次判定
(イ)−②
判定結果

１次判定
(ア)

判定結果
番号 住宅名
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(ウ) １次・２次判定結果のまとめ 

以上の「１次判定」及び「２次判定」を踏まえ、判定結果を以下の通り設定する。 

 

図表 62 １次・２次判定結果のまとめ（事業⼿法の仮設定） 
 

 

 

(a)改善不要 (b)改善が必要 
(c)優先的な対応が

必要（改善可能） 

(d)優先的な対応が

必要（改善不可能）

(Ⅰ)継続管理する団地 

 
継続管理 改善 優先的な改善 優先的な建替 

 

 

○小野駅前住宅 

 

 

 

■下浦住宅（4号

棟） 

 

 

■下浦住宅（1～3

号棟、要耐震改修） 

 

 

（該当なし） 

 

 

 
建替 優先的な建替 

 

 

（該当なし） 

 

 

（該当なし） 

 

(Ⅱ)継続管理について 

判断を留保する団地 
当面維持管理 

改善し 

当面維持管理 

優先的に改善し 

当面維持管理 
優先的な用途廃止 

 

 

○五味倉住宅 

○川前住宅 

 

 

（該当なし） 

 

 

 

□小野新道住宅 

（災害復旧実施済み） 

 

○牛網別当住宅 

□小松住宅 

 

 

 
用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止 

 

 

（該当なし） 

 

 

（該当なし） 

 

 

■北浦アパート 

 

 

（新規整備） 

 

（該当なし） 

 

凡例：■耐火 □準耐火 ○木造 
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（３）計画期間における事業⼿法の決定【３次判定】  
３次判定では、１次判定及び２次判定の結果を踏まえ、以下の(ア)～(エ)の４段階の検討によ

り、計画期間において実施する事業手法を決定する。 

 

(ア) 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

集約や再編等の検討の対象となり得る住宅や、異なる事業手法に判定された住棟が混在する

住宅について、効率的な事業実施への対応等の観点から総合的な検討を行う。 

 

・「将来ストック数の設定」（31～37 ページ）を踏まえ、既存住宅について当面維持管理もし

くは住宅単位での改善事業（下浦住宅が検討対象）を実施していくことが望ましいことから、

住宅の集約や再編等の事業手法については検討しない。 

・なお、下浦住宅については効率的な事業実施のため、修繕工事等の整備水準の確保や入居者

の仮移転等への対応を含め、全棟を一体的にみた事業効果を確保しつつ改善事業の実施に取

り組む必要がある。 

 

(イ) 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

今後想定される改善等に係る年度別事業費を試算し、住棟単位での事業の効率化を図るとと

もに事業量及び事業費が特定の年度に集中しないよう、事業実施時期を調整する（64 ページ、

「図表 69 団地別・住棟別の年次事業計画（改善事業の実施時期及び概算事業費の想定）」を

参照）。 

 

(ウ) 長期的な管理の見通しの作成 

前項(イ)で決定した事業実施時期に基づき、全住棟の供用期間、事業実施時期等の見通しを

示した概ね 30 年程度の長期的な管理の見通しを作成する（67 ページ、「図表 70 【市営住宅】

長期的な管理の見通し（長期修繕計画）」を参照）。 

 

(エ) 計画期間における事業手法の決定 

前項(ウ)の長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（平成 31 年度（2019 年度）から平成

40 年度（2028 年度）まで）に実施する事業（改善事業、用途廃止）を決定する。 

なお、改善を実施する住宅（下浦住宅が検討対象）については、住棟の物理的特性等を踏ま

え、全面的改善の実施を検討する。 
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以上の検討結果を踏まえ、市営住宅 8団地 399 戸を対象とした計画期間における事業手法別の戸

数を以下の通り設定する。 

 

・下浦住宅については、全面的改善事業を予定する。実施時期は、計画 1～5年目に 1号棟から 4

号棟までのすべての住棟（計 96 戸）において同事業に着手し、4号棟（24 戸）のみ計画 6～10

年目まで同事業を継続する。 

・牛網別当住宅（59 戸）及び小松住宅（92 戸）については、計画 1～5年目での用途廃止を予定

し、北浦アパート（32 戸）については、計画 6～10 年目での用途廃止を予定する。なお、計画

1～5年目における北浦アパートは用途廃止前の管理期間にあることから、維持管理予定戸数の

うちその他戸数と位置づける。 

・上記以外の住宅については、計画修繕対応戸数とする。 

・本計画期間において新規整備事業、建替事業は予定しない。 

 

なお、災害公営住宅 17 団地 1,101 戸については、すべて維持管理予定戸数のうちの計画修繕対応

戸数（下記図表の対象外）とする。 

 

図表 63 公営住宅等ストックの事業⼿法別⼾数表《市営住宅》 

  
 

  

公営住宅等管理⼾数 399 ⼾ 248 ⼾
・新規整備事業予定⼾数 0 ⼾ 0 ⼾ 0 ⼾
・維持管理予定⼾数 248 ⼾ 216 ⼾ 464 ⼾

うち計画修繕対応⼾数 120 ⼾ 192 ⼾ 312 ⼾
うち改善事業予定⼾数 96 ⼾ 24 ⼾ 120 ⼾

個別改善事業予定⼾数 0 ⼾ 0 ⼾ 0 ⼾
全⾯的改善事業予定⼾数 96 ⼾ 24 ⼾ 120 ⼾

うちその他⼾数 32 ⼾ 0 ⼾ 32 ⼾
・建替事業予定⼾数 0 ⼾ 0 ⼾ 0 ⼾
・⽤途廃⽌予定⼾数 151 ⼾ 32 ⼾ 183 ⼾

1〜5年⽬ 6〜10年⽬ 合 計

※表中「合計」の値は、5年単位（1〜5年⽬、6〜10年⽬）の各種事業等予定の延べ⼾数を⽰す。
※個別改善は、安全性確保型、⻑寿命化型、福祉対応型、居住性向上型のうち、該当する改善メニューを
 選択し実施するもの。本計画期間の対象住宅は無い。
※全⾯的改善は、改善項⽬が多岐にわたるため⼀括して改善を⾏った⽅が効率的であると判断される場合
 に実施するもの。本計画期間の対象住宅は下浦住宅（6〜10年⽬は4号棟のみ）。
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第６章 劣化状況の把握 
対象住宅について、現地調査（空き住戸内の調査を含む）を行い、劣化状況を把握し、計画策定

の基礎資料とした。 

 

ア 調査の目的 

建物を維持管理し、住宅ストックとして有効に活用していくためには、既存建物の劣化等の

状況を把握し、効率的な改善方法や改善時期を判断することが必要となる。 

そのため、公営住宅等の劣化の傾向や維持保全に向けた課題や特性、団地や住棟ごとの状況

等について、建物の劣化状況や居住性を把握することを目的として調査を実施した。 

 

イ 調査の視点と方法 

○調査の視点 

本計画における改善事業内容の検討に向けた調査として、公営住宅等ストック総合改善事業

の対象項目を中心に調査を実施する。また、本計画において社会資本整備総合交付金の対象と

なる長寿命化型改善に向けては、対応の可能性の有無を含めて調査を実施した。 

○調査の方法 

団地ごとに築年数、住戸タイプ等を踏まえ主要な住棟を抽出し、施設の躯体、主要設備等の

状況を目視等により調査した。 

調査対象団地及び主な調査項目は以下の通りとする。 

 

図表 64 現地調査の対象団地 

公営住宅の区分 住宅名 調査箇所 

既設市営住宅 

耐火 
・北浦アパート（1号棟） 

・下浦住宅（2号棟、4号棟） 
外観、屋上、住戸内 

準耐火 
・小松住宅 

・小野新道住宅 
外観、住戸内 

木造 

・牛網別当住宅 

・五味倉住宅 

・川前住宅 

・小野駅前住宅 

外観、住戸内 

災害公営住宅 
耐火 ・小野中央住宅 外観、屋上、住戸内 

木造 ・小野駅前北住宅 外観、住戸内 

 

図表 65 現地調査における主な調査項⽬ 

調査区分 主な調査項目 

躯体の劣化状況 
・亀裂、錆水、部材の剥落等外壁の劣化状況及び改善の必要性の有無 

・屋上防水の劣化状況及び改善の必要性の有無  等 

室内の劣化状況 
・窓枠、サッシ、室内の建具の状況、壁や床の状況、台所、トイレ、

浴室などの室内の設備状況  等 

居住性 

・居住室の広さ、日照や通風、トイレや浴室の設備による居住性 

・玄関、廊下、階段、トイレ等のバリアフリー化の状況 

・建物全体の汚れや植栽の状況等による建物の美観状況  等 
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ウ 調査結果の概要 

住宅の劣化状況等について、以下の通り要点及び課題を整理する。 

 

図表 66 住宅別の劣化状況等の要点及び課題 

住宅名称 

（建設年度） 
劣化状況等の要点及び課題 

北浦アパート１号棟 

（昭和 28 年度） 

・カーテンウォールシーリング打替工事、屋上手摺改修工事（ともに平成 19 年度）が

実施されている。また、階段室手摺外取付工事（平成 21 年度）が実施されている。

・外壁や屋上等については修繕が実施されているものの、階段室壁面の亀裂や鉄部

塗装の剥がれなど老朽化にともなう劣化が著しくなっている。 

・建設後 65 年が経過し、躯体・住戸内ともに全体的な劣化が著しくなっており、現居

住者の生活環境に支障がないよう引き続き維持管理が必要である。 

牛網別当住宅 

（昭和 38～ 

48 年度） 

・既に住宅の耐用年数を大幅に経過しており、全体的に老朽化に伴う劣化が著しくな

っている。 

・現居住者の居住意向に応じた維持管理が必要である。 

小松住宅 

（昭和 39～ 

43 年度） 

・住宅の耐用年数を経過したところであり、全体的に老朽化に伴う劣化が著しくなって

いる。 

・現居住者の居住意向に応じた維持管理が必要である。 

小野新道住宅 

（昭和 41～ 

年度 43 年度） 

・平成 23 年度に災害復旧工事として、外壁の高圧洗浄及び吹付け、アルミ建具への

更新、床下汚泥除去・消毒のうえ居室・台所・浴室・各種設備の更新が行われてい

る。 

・玄関の段差や住戸内から浴室への段差が大きく、いずれも手摺の設置はされてい

ないことから、バリアフリー化が必要となっている。 

下浦住宅２号棟 

（昭和 48 年度） 

・屋上防水シートの歪みや階段室天井の剥離・鉄筋露出、各種建具等の鉄部の錆び

など老朽化に伴う劣化が著しくなっている。（階段室については、手摺外取付工事

（平成 21 年度）を実施済み。） 

・建設後 45 年が経過し、躯体・住戸内ともに全体的な劣化が著しくなっており、住宅

機能の予防保全のために計画的な修繕が必要となっている。また、供給処理設備

などの経年劣化が懸念される。 

・特に、安全性確保の面で耐震補強やアスベスト改修が必要である（1～3 号棟は旧

耐震構造、2～3 号棟は天井にアスベストあり。） 

下浦住宅４号棟 

（昭和 58 年度） 

・屋上防水アスファルトや外壁のひび割れなど老朽化にともなう劣化が著しくなってい

る。（階段室については、手摺外取付工事（平成 21 年度）が実施されている。） 

・建設後 35 年が経過し、躯体・住戸内ともに全体的な劣化が著しくなっており、予防

保全の観点から計画的な修繕が必要となっている。また、供給処理設備などにつ

いても経年劣化が懸念される。 

五味倉住宅 

（平成 6～9 年度） 

・外壁に激しいひび割れが生じている住宅や、外壁の表面結露が著しい住宅がみら

れ、維持管理対策が必要である。（今後 5～10 年で耐用年数を迎える。） 

川前住宅 

（平成 16 年度） 

・老朽化に伴う目立った支障は認められないが、引き続き計画的な維持管理が望ま

れる。（概ね耐用年数の半ばを経過することから、修繕が必要である。） 

小野駅前住宅 

（平成 16～ 

18 年度） 

・住戸内は段差がなく、浴室には手摺も設置されているが、玄関も含めて住戸全体の

バリアフリー化には至っておらず、高齢者居住の際の対策が必要である。 

小野中央住宅 

（災害公営住宅、 

平成 25 年度） 

・建設後 5 年が経過し、屋上目地に劣化が生じた箇所が一部あるが、他に支障は認

められない。予防保全的な観点から、今後定期的な修繕が望まれる。 

小野駅前北住宅 

（災害公営住宅、 

平成 25 年度） 

・建設後 5 年が経過し、特に支障は認められない。予防保全的な観点から、今後定

期的な修繕が望まれる。 
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図表 67 現地調査の概要（躯体及び室内の劣化状況等の写真） 

北浦アパート１号棟（昭和 28 年度建設） 

 
北浦アパートの前面（カーテンウォール） 階段室１階入口 階段室の手摺（取付工事済み） 

 
階段室床の擦り減り劣化 外壁柱の亀裂、破損した外灯の処置 階段室内壁の塗装剥がれ、結露跡汚れ 

 
屋上の手摺（改修工事済み） 屋上外壁の塗装剥がれ 住戸内（老朽化の著しい流し台） 

 
住戸内（老朽化が著しい浴室） 二戸一改造後の玄関扉 閉鎖側の旧玄関扉跡 

 
簡易給水施設 ＬＰガス貯蔵庫 メーターボックス 
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牛網別当住宅（昭和 38～48 年度建設） 

 
４戸建ての平屋住宅 木造一戸建ての平屋住宅 外壁が改修された住宅 

 
段差の大きな玄関 老朽化した流し台 水洗化されていないトイレ 

 

小松住宅（昭和 39～43 年度建設） 

 
傾斜地に建つ準耐火住宅群 玄関脇の給湯器、浴室に通じる勝手口 外壁の亀裂、ひび割れ 

 
玄関脇のトイレ 台所脇の浴室 政策空き家となった住居 
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小野新道住宅（昭和 41～43 年度建設） 

 
災害復旧工事が実施された準耐火住宅 段差の大きな玄関（手摺なし） 修繕済みの居室内 

 
勝手口に通じる台所と浴室（段差あり） 給水管とガス管、汚水処理設備 空き家となっている住居 

 

下浦住宅２号棟（昭和 48 年度建設） 

 
下浦住宅２号棟の全景 階段室入口（手摺あり、スロープなし） 階段室入口（コンクリート亀裂、手摺破損） 

 
階段室入口（庇の破損、塗装剥がれ） 階段室天井の剥離、鉄筋露出 雨水が窓枠から外壁に浸潤している状態 

（※次ページへ続く。） 
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下浦住宅２号棟（昭和 48 年度建設） （※前ページからの続き） 

 
壁面（バルコニー）のひび割れ 屋上防水シートの歪み（一部塗膜修繕） 老朽化した高架水槽 

 
錆びが著しい窓の安全柵 バルコニー庇の剥離、鉄筋露出 バルコニー庇の剥離、鉄筋露出 

 
鉄部塗装が剥離したバルコニー手摺 玄関上がり框の段差 住戸内（流し台、３か所給湯ではない） 

 
住戸内（浴室、トイレ、洗面） 住戸内（６畳和室のアルミサッシ） 老朽化したパイプスペース扉 

 
錆びが著しい水道メーター検針盤 雨水排水管カバーの錆び、破損 錆びが著しい屋外倉庫 
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下浦住宅４号棟（昭和 58 年度建設） 

 
下浦住宅４号棟の全景 階段室壁の塗装剥がれ 汚水排水管の塗装剥がれ、錆び 

 
外壁の塗装剥離、ひび割れ 屋上アスファルト防水のひび割れ 老朽化した高架水槽 

 
住戸内（フローリング床の破損） 住戸内（老朽化した流し台） 整備された敷地境界の樹木と芝生 
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五味倉住宅（平成 6～9 年度建設） 

 
五味倉住宅の全景 外壁のひび割れ 外壁ひび割れの補修跡 

 
窓枠の結露跡と外壁の塗装剝がれ 表面結露によって生じた外壁の汚れ リサイクルステーションと児童遊園 

 

川前住宅（平成 16 年度建設） 

 
川前住宅の前景 玄関とスロープ 外壁に設置されたガス給湯器 

 
基礎部分に生じたコンクリート剥離 住戸別に設置された物置 ＬＰガス容器置場 
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小野駅前住宅（平成 16～18 年度建設） 

 
二戸建て・木造二階住宅 木造平屋住宅 玄関の段差（手摺、スロープなし） 

 
手摺付きユニットバス 住戸内（流し台） 洗面所（流し台、浴室とともに３か所給湯） 

 

小野中央住宅（災害公営住宅、平成 25 年度建設） 

 
小野中央住宅の全景 玄関ホールと車椅子対応スロープ エレベーターホール（バリアフリー） 

 
バルコニー手摺とアルミサッシ 屋上のソーラーパネル 屋上目地の劣化箇所 
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小野駅前北住宅（災害公営住宅、平成 25 年度建設） 

 
二戸建て・木造平屋住宅 二戸建て・木造二階住宅 段差のない玄関とスロープ 

 
手摺付きユニットバス 流し台 住戸別に設置された駐車場と物置 
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第７章 点検の実施⽅針 
事業手法の選定において、引き続き維持管理を予定する住宅を対象として、定期点検や日常点検

等の実施方針を設定する。 

１ 点検の実施⽅針 

（１）基本的な⽅針 
法定点検については、引き続き法令に基づく適切な点検を実施する。法定点検の対象外の住

棟においては、建築基準法 12 条の規定に準じて法定点検と同様の点検（あわせて「定期点検」

とする）を実施する。 

また、全ての住棟を対象に日常点検を実施する。日常点検は年に一度程度、「公営住宅等日

常点検マニュアル（平成 28 年 8 月 国土交通省住宅局住宅総合整備課）」に則り実施すること

を基本とし、その他、定期点検と合わせた実施や計画修繕前の実施など効率的に行う。 

（２）点検実施の体制等 
日常点検は、公営住宅等の事業主体の担当者等が現場で目視にて行える範囲の内容とし、備

品の携帯や車両の運転、万が一のトラブル時の対応を想定し、複数人数で実施する。 

日常点検を行う際には、前回の点検時に「所見あり」とされた箇所と内容を事前に確認する。 

前回点検時に「経過観察」とされた箇所については、劣化事象の進行程度や、既に修繕済み

の箇所についてはその後の経過を重点的に点検できるようにする。 

また、前回の点検実施後に発見された不具合（入居者からの通報含む）や修繕の記録、今後

の計画修繕工事の予定等も事前に確認しておく。 

２ 対象部位と点検項⽬ 
日常点検は、「公営住宅等日常点検マニュアル（平成 28 年 8 月、国土交通省住宅局住宅総合

整備課）」を踏まえ、以下の対象部位別の点検項目に従い検討する。 

 

Ⅰ 敷地及び地盤 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）地盤 ・地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 ○ 

イ）敷地 ・敷地内の排水の状況 ○ 

ウ）敷地内の通路 ・敷地内の通路の支障物の状況 ○ 

エ）塀 ・組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷

の状況 

○ 

・金属フェンス等の劣化及び損傷の状況  

オ）擁壁 ・擁壁の劣化及び損傷の状況 ○ 

・擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 ○ 

カ）屋外工作物 ・遊具、ベンチ等の劣化及び損傷の状況  

キ）屋外電気設備 ・外灯の不具合、劣化及び損傷の状況  

ク）通路・車路 ・平面駐車場の劣化及び損傷の状況  

・車路・歩道、スロープ、屋外階段の劣化及び損傷の状況  

ケ）付属施設 ・自転車置場、ゴミ集積所等の劣化及び損傷の状況  
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Ⅱ 建築物の外部 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）基礎 ・基礎の沈下等の状況 ○ 

・基礎の劣化及び損傷の状況 ○ 

イ）土台 ・土台の沈下等の状況 ○ 

・土台の劣化及び損傷の状況 ○ 

ウ）外壁 

（躯体等） 

・木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ○ 

・補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ○ 

・PCa 鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況  

・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化

及び損傷の状況 

○ 

エ）外壁 

（外装仕上げ材

等） 

・塗り仕上げ、タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、

モルタル等の劣化及び損傷の状況 

○（塗り仕

上げ除く）

・金属系パネルの劣化及び損傷の状況 ○ 

・コンクリート系パネルの劣化及び損傷の状況 ○ 

・窯業系サイディングの劣化及び損傷の状況  

・シーリングの劣化及び損傷の状況  

オ）外壁 

（窓サッシ等） 

・サッシ等の劣化及び損傷の状況 ○ 

カ）建具 ・共用部ドア、住戸玄関ドアの劣化及び損傷の状況  

・シャッター（防火シャッター含む）、メーターボックス扉、パイプ

スペース扉等の枠及び建具の劣化及び損傷の状況 

 

キ）金物類 ・落下防護庇の劣化及び損傷の状況  

・集合郵便受、掲示板等、室名札の劣化及び損傷の状況  

 

Ⅲ 屋上及び屋根 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）基礎 ・屋上面の劣化及び損傷の状況 ○ 

・雨樋の劣化及び損傷の状況  

イ）屋根 ・屋根の劣化及び損傷の状況 ○ 

 

Ⅳ 避難施設等 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）廊下 

（共用廊下） 

・物品の放置の状況 ○ 

・手すりの劣化及び損傷の状況  

・床の劣化及び損傷の状況  

・壁・柱・梁の劣化及び損傷の状況  

・天井・軒裏の劣化及び損傷の状況  

イ）出入口 ・物品の放置の状況 ○ 

ウ）バルコニー ・手すり等の劣化及び損傷の状況 ○ 

・物品の放置の状況 ○ 

・隔て板、物干し金物等の劣化及び損傷の状況  

・床・壁・柱・梁・天井の劣化及び損傷の状況  

エ）階段 ・物品の放置の状況 ○ 

・階段各部の劣化及び損傷の状況 ○ 
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Ⅴ 給⽔設備及び排⽔設備 

点検部位 点検項目 
法定点検

対象 

ア）飲料用配管及

び排水配管 

（隠蔽部分及び埋

設部分を除く） 

・配管の腐食及び漏水の状況 ○ 

イ）給水タンク

等、給水ポンプ 

・給水タンク等の腐食及び漏水の状況 ○ 

ウ）排水設備 

（隠蔽部分及び埋

設部分を除く） 

・屋内雑排水管、汚水管、雨水管の腐食及び漏水の状況 

 

 

 
 

  



60 
 

第８章 計画修繕の実施⽅針 
事業手法の選定において、引き続き維持管理を予定する住宅を対象として、必要な計画修繕等の

実施方針を設定する。 

１ 計画修繕の実施⽅針 

（１）基本的な⽅針 
公営住宅等を長期にわたって良好に維持管理していくためには、予防保全的な観点から、屋

上防水や外壁塗装等の計画修繕を実施することが重要である。建物の内外装・設備等の経年劣

化に応じて適時適切な修繕を計画的に実施していくことが必要であり、これを確実に実行して

いくためには、将来見込まれる修繕工事の内容、修繕時期、必要となる費用等についてあらか

じめ想定し、長期的視点に立って修繕計画を定める必要がある。 

なお、長期修繕計画と公営住宅等長寿命化計画のそれぞれの役割は次の通りであり、公営住

宅等長寿命化計画において判定される事業手法は、長期修繕計画に反映させ、以後における計

画修繕の実施時期について必要に応じて見直しを図る必要がある。 

 

長期修繕計画 公営住宅等ストックが建替又は用途廃止の時期を迎えるまでの間における計

画修繕の実施時期を定めた計画（30 年以上）。将来的に必要となる計画修

繕に係る費用の把握、効率的な計画修繕の実施に資する。 

公営住宅等長寿命

化計画 

計画期間（10 年以上）における事業手法や実施内容を明らかにする計画。

加えて、適切な維持管理による長寿命化を図るため、「公営住宅等長寿命化

計画策定指針（改定）」（平成 28 年、国土交通省）に沿って、点検・修繕

等の実施方針を位置付ける。 

 

（２）計画修繕の実施⽅針 
公営住宅等長寿命化計画では、計画修繕の実施方針を以下のように設定する。 

①修繕項目別の修繕周期表を参考に、計画修繕の内容と実施時期を検討する。 

②これまでの工事履歴（工事内容と実施時期）や日常的な点検結果を踏まえ工事時期を調整す

る等、工事の効率化・コストの軽減等を図る。 

③計画修繕の実施に当たっては、住宅老朽化の程度や居住者ニーズ等の実情を踏まえ、工事実

施の優先順位等を検討する。 

④計画修繕の実施結果等については、維持管理データベースにその履歴を蓄積し、計画の進行

管理に反映する。 

２ 対象項⽬別の修繕周期 
計画修繕の実施は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」（平成 28 年、国土交通省）

を踏まえ、以下の対象項目別の修繕周期に従い検討する。（主要な修繕項目を抜粋記載） 

  



61 
 

 

Ⅰ 屋上防⽔ 

修繕項目 対象部位等 
工事 

区分 

修繕 

周期 
修繕工事の仕様 

①屋上防水 

(保護防水) 
屋上、塔屋、ルーフバルコニー 

補修 12 年 
伸縮目地の打替、保護コンクリー

ト部分補修 

修繕 24 年 
下地調整の上、露出防水（かぶせ

方式） 

②屋上防水 

(露出防水) 
屋上、塔屋 

修繕 12 年 
塗膜防水の上保護塗装（かぶせ方

式） 

撤去・

新設 
24 年 

既存防水層全面撤去の上下地調

整、露出アスファルト防水等 

③庇・笠木

等防水 

庇天端、笠木天端、パラペット天

端・アゴ、架台天端等 
修繕 12 年 高圧洗浄の下地調整、塗膜防水等

 

Ⅱ 外壁塗装等 

修繕項目 対象部位等 
工事 

区分 

修繕 

周期 
修繕工事の仕様 

①コンクリ

ート補修 

外壁、屋根、床、手すり壁、軒天

（上げ裏）、庇等（コンクリー

ト、モルタル部分） 

補修 18 年 
ひび割れ、浮き、欠損、鉄筋の発

錆、モルタルの浮き等の補修 

②外壁塗装 外壁、手すり壁等 塗替 18 年 
高圧洗浄の上下地処理、仕上塗材

塗り等 

③シーリン

グ 

外壁目地、建具周り、スリーブ周

り、部材接合部等 
打替 18 年 

既存シーリング材を全面撤去の

上、下地処理、打替え 

 

Ⅲ 給⽔設備 

修繕項目 対象部位等 
工事 

区分 

修繕 

周期 
修繕工事の仕様 

①給水管 

共用給水立て管 

専用給水枝管 

取替 20 年 
硬質塩化ビニル管 

亜鉛メッキ鋼管 

取替 35 年 
硬質塩化ビニルライニング鋼管

（コア継手） 

取替 40 年 
ステンレス鋼管 

 

水道メーター 取替 8 年 
支給品 

 

②貯水槽 受水槽、高置水槽 取替 25 年 
FRP 製 

 

③給水ポン

プ 

揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、直

結増圧ポンプ 

補修 8 年 
オーバーホール 

 

取替 15 年 
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Ⅳ 排⽔設備 

修繕項目 対象部位等 
工事 

区分 

修繕 

周期 
修繕工事の仕様 

①雑排水管 

（屋内） 

共用雑排水立て管 

専用雑排水枝管 

取替 20 年 
配管用炭素鋼鋼管 

 

取替 30 年 

タールエポキシ塗装鋼管 

排水用硬質塩化ビニルライニング

鋼管 

排水用硬質塩化ビニル管 

耐火２層管 

②汚水管 

（屋内） 

共用汚水立て管 

専用汚水枝管 

取替 30 年 

配管用炭素鋼鋼管 

タールエポキシ塗装鋼管 

排水用硬質塩化ビニルライニング

鋼管 

排水用硬質塩化ビニル管 

耐火２層管 

取替 50 年 
鋳鉄管 

 

③排水管 

（屋外） 
屋外排水管 

取替 25 年 
排水用硬質塩化ビニル管 

 

取替 30 年 
ヒューム管 

 

④排水ポン

プ 
排水ポンプ 

補修 8 年 
オーバーホール 

 

取替 15 年 
 

 

 

Ⅴ ガス設備 

修繕項目 対象部位等 
工事 

区分 

修繕 

周期 
修繕工事の仕様 

①ガス管 

（屋内） 

ガス管 取替 30 年 
配管用炭素鋼鋼管 

 

ガスメーター 取替 10 年 
 

 

②ガス管 

（屋外） 
 

取替 20 年 
配管用炭素鋼鋼管 

 

取替 50 年 
被覆鋼管 

ポリエチレン管 
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第９章 改善事業の実施⽅針 
改善事業の検討対象となる団地の住戸、共用部分、屋外、外構について、居住性の向上、福祉対

応、安全性の確保、長寿命化の観点から、団地別改善事業の方針を設定する。 

１ 改善事業の実施⽅針 

（１）基本的な⽅針 
改善事業に当たっては、以下の方針により住棟の状況に応じた改善整備の必要性や効果等を

勘案のうえ実施を検討する。 

 

①居住性向上型 引き続き活用を図る住宅について、住戸・住棟設備の機能向上を行い、居

住性を向上させる。 

・開口部の更新（アルミサッシ等） 

・住戸内の改善 など 

②福祉対応型 引き続き活用を図る住宅について、高齢者等が安心して居住できるよう、

住戸内、共用部、屋外のバリアフリー化を進める。 

・住戸内部、共用部の段差解消 

・浴室、トイレの高齢者対応 など 

③安全性確保型 引き続き活用を図る住宅について、耐震診断の結果を踏まえ住戸・住棟の

安全性を維持するとともに、修繕等整備の際には耐震性を確保する。また、

防犯性や落下・転倒防止等生活事故防止に配慮した改善を行う。 

・耐震性の確保 

・防犯、事故防止に配慮した設備・建物部品の設置 など 

④長寿命化型 一定の居住性や安全性等が確保され長期的な活用を図るべき住棟におい

て、耐久性の向上や躯体の劣化の低減、維持管理の容易性向上の観点から予

防保全的な改善を行う。 

・屋上防水、外壁塗装等による住棟の耐久性向上 

・給水設備、排水設備、ガス設備の耐久性向上 など 
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２ 団地別・住棟別改善事業の⽅針 
下浦団地（１～４号棟）について、建設後の経過年数に伴う劣化状況等を勘案し、居住性の向上

や安全性の確保などを含めた長寿命化対策を図ることにより既存ストックを長期的に活用していく

ため、全面的改善事業に取り組むものとする。 

（１）団地別・住棟別改善事業の⽅針 
図表 68 団地別・住棟別改善事業の⽅針 

  
 

（２）団地別・住棟別改善計画 
図表 69 団地別・住棟別の年次事業計画（改善事業の実施時期及び概算事業費の想定） 

  

 

  

①居住性
向上型

②福祉対
応型

③安全性
確保型

④⻑寿命
化型

下浦住宅
1号棟

昭和
47年

耐⽕ 4 24 改善 ○ ○ ○

下浦住宅
2号棟

昭和
48年

耐⽕ 4 24 改善 ○ ○ ○

下浦住宅
3号棟

昭和
48年

耐⽕ 4 24 改善 ○ ○ ○

下浦住宅
4号棟

昭和
58年

耐⽕ 4 24 改善 ○ ○

活⽤⼿法
改善事業の⽅針

建築年 構造
階
数

⼾
数

平成31 平成32 平成33 平成34 平成35 平成36 平成37 平成38 平成39 平成40
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

②防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

59,376

③耐震補強（安全性確保）

9,000

①給水外部改修(長寿命) ⑤住戸内各種改修（居住性向上）

10,128 25,416

②防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

59,376

③耐震補強（安全性確保）

9,000

 ④アスベスト改修(安全)

50,000

①給水外部改修(長寿命) 住戸内各種改修（居住性向上）

10,128 25,416

②防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

59,376

③耐震補強（安全性確保）

9,000

 ④アスベスト改修(安全)

50,000

①給水外部改修(長寿命) ⑤住戸内各種改修（居住性向上）

10,128 25,416

②防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

61,632

①給水外部改修(長寿命) ⑤住戸内各種改修（居住性向上）

10,128 25,416

全体 40,512 143,792 143,792 93,792 87,048

①、②、⑤の事業費は、「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針（平成28年8⽉改訂）」に関する「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針Ｑ＆Ａ
 （平成30年1⽉）」の別添資料に⽰されている建設モデル別のバックデータ（単価）に基づき算出。
③、④の事業費は、東松島市による参考⾒積額による。

概算事業費
（千円）

計画期間（年度）

下浦住宅
1号棟

昭和
47年

4 24

建築年
階
数

⼾
数

下浦住宅
2号棟

昭和
48年

4 24

下浦住宅
3号棟

昭和
48年

4 24

下浦住宅
4号棟

昭和
58年

4 24
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第１０章 建替事業、⽤途廃⽌及び譲渡の⽅針 

１ 建替事業の⽅針 
本計画では、将来ストック数の見通しのもと、事業手法として「建替」が望ましいと判定され

た住宅がないことから、本計画期間（2019 年度～2028 年度）において建替事業の実施は想定しな

いものとする。 

２ ⽤途廃⽌の⽅針 
建設後の経過年数が長期に及び、老朽化が顕著で住居機能を維持することが困難な住宅につい

ては、入居者の居住意向等に配慮しつつ、用途廃止に向けた対応に努めるものとし、転居を希望

する世帯に対しては、改善事業実施後の市営住宅や災害公営住宅の空き住戸など他の公営住宅等

への移転を順次促進していくものとする。 

用途廃止に向けては、将来ストック数の見通しに立って概ね下記のような実施段階を設け対応

していくこととする。 

 

１）⽤途廃⽌の実施段階 
・本計画期間（2019 年度～2028 年度） 

2023 年まで：牛網別当住宅 59 戸及び小松住宅 92 戸の用途廃止を想定する。 

2028 年まで：北浦アパート 32 戸の用途廃止を想定する。 

・中長期的な見通し（2029 年度～2038 年度） 

2033 年まで：小野新道住宅 20 戸の用途廃止を想定する。 

2038 年まで：五味倉住宅 48 戸の用途廃止を想定する。 

 

２）⽤途廃⽌に伴う概算事業費 
（住宅名）   （戸数）（戸当り延床面積）（解体費用単価） （用途廃止事業費） 

牛網別当住宅 ： 59 戸 × 35.4 ㎡/戸 × 12 千円/㎡  ＝  約 25,000 千円 

小松住宅   ： 92 戸 × 34.7 ㎡/戸 × 12 千円/㎡  ＝  約 38,300 千円 

北浦アパート ： 32 戸 × 72.8 ㎡/戸 × 25 千円/㎡  ＝  約 58,200 千円 

小野新道住宅 ： 20 戸 × 34.0 ㎡/戸 × 12 千円/㎡  ＝  約 8,100 千円 

五味倉住宅  ： 48 戸 × 71.5 ㎡/戸 × 12 千円/㎡  ＝  約 41,200 千円 

※住宅別の戸当り延床面積は、全戸当り延床面積の中央値とした。 

※解体費用単価を、木造：12 千円/㎡、耐火：25 千円/㎡とした。 

３ 譲渡の⽅針 
災害公営住宅においては、入居者意識調査の結果より全居住者の約 8％（約 40 世帯）の方が払

下げを希望している。 
これに対し、当面は「著しい困窮年収未満の世帯」への対応を優先するものとし、今後の譲渡

（払下げ）の可能性については、「著しい困窮年収未満の世帯」への対応状況を踏まえ、将来ス

トック数の見通しを勘案のうえ検討していくものとする。 
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第１１章 ⻑寿命化のための事業実施予定 
公営住宅等の予防保全的な対策など必要な維持管理を計画的に進めていくため、概ね 30 年程度の

中長期的な見通しに立ち、計画期間内に実施すべき計画修繕・改善事業等の実施予定を設定する。 

 

１）⻑期的な管理の⾒通し（⻑期修繕計画）〔2019 年度〜2050 年度〕 
今後概ね 30 年程度の展望として、以下の通り「長期的な管理の見通し（長期修繕計画）」を設

定する。 

 

【市営住宅】長期的な管理の見通し（長期修繕計画） 

【災害公営住宅】長期的な管理の見通し（長期修繕計画） 

 

２）計画修繕・改善事業の実施予定 〔2019 年度〜2028 年度〕 
「長期的な管理の見通し（長期修繕計画）」を踏まえ、本計画期間 10 年（2019 年度～2028 年

度）を対象として、以下の通り「計画修繕・改善事業の実施予定」等を設定する。 

 

【様式１】計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧 

【様式３】共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等） 
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図表 70 【市営住宅】⻑期的な管理の⾒通し（⻑期修繕計画）   

 
  

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

53年経過 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

■カーテンウォールシーリング打替工事

■屋上手摺改修工事

■階段室手摺外取付工事

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

42年経過 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

40年経過 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

災害復旧工事を踏まえ当面維持管理

■実施設計業務

　　■工事監理業務

　　■災害復旧工事

34年経過 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

■階段室手摺外取付工事 ■耐震診断及び補強設計（社会資本整備総合交付金事業）

▼大規模改修設計業務（耐震設計込）

▼工事監理業務

▼給水外部改修

34年経過 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

▼防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

▼耐震補強（安全性確保）

▼住戸内各種改修（居住性向上）

33年経過 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

▼防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

▼耐震補強（安全性確保）

▼天井アスベスト改修（安全性確保）

▼住戸内各種改修（居住性向上）

33年経過 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

▼防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

▼耐震補強（安全性確保）

▼天井アスベスト改修（安全性確保）

▼住戸内各種改修（居住性向上）

23年経過 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

▼防水・外壁・その他各種設備改修（長寿命化）

▼住戸内各種改修（居住性向上）

12年経過 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2年経過 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

▼外壁改修等

2年経過 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

▼外壁改修等

■…事業実施履歴　　▼…修繕計画 　196戸 → 　148戸　

住宅名称
建設
年度

棟
数

下浦住宅
共通

昭和
47,48,58
(1972,
1973,
1983)

北浦アパート
昭和28
(1953)

2

小松住宅 1F

1F

小野新道住宅

昭和41
～43

(1966～
1968)

牛網別当住宅

昭和38
～48

(1963～
1973)

25

昭和39
～43

(1964～
1968)

22

階
数

4F

構
造

耐火

準耐火 1F

木造

準耐火

59

92

長期的な管理の見通し

優先的な用途廃止
（入居者退去後）

優先的な用途廃止
（入居者退去後）

優先的な用途廃止
（入居者退去後）

耐用年数

戸
数

32
耐
用
年
数

前計画 災害復旧工事 前計画 計画修繕・改善事業の実施予定

4F

※新耐震
※天井アスベスト無し
※外壁アスベスト無し

耐火

木造

耐用年数

20

災害復旧工事

1993～2003年
耐用年数

※旧耐震
※天井アスベスト無し
※外壁アスベスト無し

24

1

24 48

4F

2F

24

24

24

1

耐火

5

耐用年数

耐用年数
小野駅前住宅

平成16
～18

(2004～
2006)

1F
2F

4

下浦住宅
1号棟

昭和47
(1972)

下浦住宅
2号棟

昭和48
(1973)

下浦住宅
3号棟

昭和48
(1973)

川前住宅

下浦住宅
4号棟

2F
平成16
(2004)

昭和58
(1983)

五味倉住宅

平成
6～9

(1994～
1997)

木造

耐火 4F 1

44

当面維持管理
（入居者退去後に用途廃止）

将来ストック数 　216戸　248戸　399戸

耐
用
年
数

耐
用
年
数

耐
用
年
数

耐火 4F 1

31

木造

※旧耐震
※天井アスベスト有り
※外壁アスベスト無し

※旧耐震
※天井アスベスト有り
※外壁アスベスト無し

8 耐用
年数

（転居準備）

（転居準備）

（転居準備）

（転居準備）

継続管理
（改善又は建替を検討）

当面維持管理
（入居者退去後に用途廃止）

当面維持管理
（入居者退去後に用途廃止）
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図表 71 【災害公営住宅】⻑期的な管理の⾒通し（⻑期修繕計画） 

 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

▼給水ポンプ改修 ▼外壁改修等

▼ガス設備改修 ▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

▼給水ポンプ改修 ▼外壁改修等

▼ガス設備改修 ▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼給水ポンプ改修 ▼外壁改修等

▼ガス設備改修 ▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

▼外壁改修等

▼屋根防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

▼外壁改修等

▼屋根防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

▼外壁改修等

▼屋上防水

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

▼外壁改修等

▼屋上防水

▼…中長期の修繕計画

18

平成28
(2016)

木造

軽量
鉄骨造

1F、2F

1F
147

1年経過

建
設

あおい住宅
【Ⅰ期】

平成26
(2014)

木造
1F、
2F

39 47

1年経過

川前四番住宅
平成25
(2013)

軽量
鉄骨造

1F、
2F

6 38

あおい住宅
【Ⅱ期】

平成27
(2015)

138

小野駅前東
住宅

平成27
(2015)

木造 1F 28 29

1年経過

建
設

室浜住宅
平成27
(2015)

木造 1F 13 13

1年経過

建
設

矢本西住宅
平成27
(2015)

木造 1F、2F 39 40

1年経過

建
設

RC 5F 2 77

1年経過

建
設

1年経過

建
設

1年経過

建
設

あおい住宅
【Ⅳ期】

平成28
(2016)

木造

軽量
鉄骨造

1F、2F

1F
36

あおい住宅
【Ⅲ、Ⅳ期】

川前二住宅
平成25
(2013)

軽量
鉄骨造

2F 2 16

1年経過

建
設

小松南住宅
平成25
(2013)

軽量
鉄骨造

3F 12 156

1年経過

建
設

住宅名称
建設
年度

構
造

階
数

棟
数

戸
数

町浦住宅
平成26
(2014)

RC 2F 2 20

小野駅前北
住宅

平成25
(2013)

木造
1F、
2F

14 23

小野中央住宅
平成25
(2013)

RC 5F 1 21

大浜住宅
平成27
(2015)

木造 1F 5 5

1年経過

建
設

軽量
鉄骨造

1F、2F 73 85

1年経過

建
設

月浜住宅
平成27
(2015)

木造 1F 4 4

1年経過

建
設

柳の目東住宅
平成27
(2015)

小野駅前南
住宅

平成27
(2015)

木造 1F、2F 30 30

1年経過

建
設

沢田前住宅
平成27
(2015)

木造 1F、2F 44 44

1年経過

建
設

1年経過

建
設

1年経過

建
設

野蒜ケ丘住宅
【Ⅱ期】

平成29
(2017)

木造

軽量
鉄骨造

1F、2F

1F
81 88

1年経過

建
設

野蒜ケ丘住宅
【Ⅰ期】

平成29
(2017)

木造

軽量
鉄骨造

1F、2F

1F
66 82

柳の目西住宅
（整備中）

平成31
(2019)

木造
1F、
2F

100 100

計画修繕・改善事業の実施予定 長期的な管理の見通し

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

1年経過

建
設

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

建
設

建
設

1年経過

1年経過

建
設

耐用
年数
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第１２
全面的改

を考慮した

とによる効

 

ライフ

ＬＣ

ＬＣ

住棟

 

 

 
 

２章 ライ
改善事業を実

たライフサイ

効果を把握す

フサイクルコ

ＣＣ ＝（建

ＣＣ縮減効果

棟当たり年平

イフサイク
実施する下浦

イクルコスト

する。 

コスト（ＬＣ

建設費＋改善

果 ＝ ＬＣ

平均縮減額：

 

クルコスト
浦住宅につい

ト（ＬＣＣ）

ＣＣ）及びそ

善費＋修繕費

ＣＣ（計画前

年平均ＬＣ

であれば縮
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前）－ＬＣＣ
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（計画後）

前）－ 年平

あると判断 

果の算出
改善・修繕

算出を行い、

均ＬＣＣ（計

出 
・除却に要す

同事業を実施

計画後）＞

する経費

施するこ

０ 
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下浦住宅におけるライフサイクルコスト（ＬＣＣ）縮減効果の算出結果については以下の通りで

ある（算出根拠は 74 ページ以降を参照）。 

この結果により、改善事業を実施しない（評価期間 50 年）場合に比べて、全面的改善事業を実施

した（評価期間 70 年）方が、既存ストックの活用を図りつつＬＣＣの縮減が可能である。 

 

図表 72 ライフサイクルコスト縮減効果の算出結果《下浦住宅》 

 
 

  

屋上
防⽔

外壁
塗装等

給⽔
設備

排⽔
設備

その他

下浦住宅
1号棟

昭和
47年

4 24 46 ○
2023

○
2023

○
2020

○
2023

○ 256 204 52 1,253

下浦住宅
2号棟

昭和
48年

4 24 45 ○
2021

○
2021

○
2020

○
2021

○ 226 185 41 972

下浦住宅
3号棟

昭和
48年

4 24 45 ○
2022

○
2022

○
2020

○
2022

○ 226 184 41 989

下浦住宅
4号棟

昭和
58年

4 24 35 ○
2024

○
2024

○
2020

○
2024

○ 370 269 102 2,444

LCC
縮減効果
(千円/棟･年)

経過
年数

(2018年
時点)

修繕項⽬（実施時期） 計画前
ＬＣＣ

(千円/⼾･年)

計画後
ＬＣＣ

(千円/⼾･年)

年平均
縮減額

(千円/⼾･年)
建築年

階
数

⼾
数
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（資料）ライフサイクルコストの算出根拠 
 

下浦住宅１号棟（全⾯的改善事業） 
 

 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 133,000 円/戸 51 年
床防水　〔18年〕 76,000 円/戸 51 年
外壁塗装等　〔18年〕 397,000 円/戸 51 年
鉄部塗装等　〔6年〕 19,000 円/戸 51 年
建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕 148,000 円/戸 51 年
建具（アルミサッシ）　〔36年〕 130,000 円/戸 51 年
バルコニー手摺　〔36年〕 133,000 円/戸 51 年
金物類　〔24年〕 38,000 円/戸 51 年
給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 48 年
貯水槽　〔25年〕 92,000 円/戸 48 年
給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 48 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 51 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 51 年
給湯器　〔15年〕 251,000 円/戸 51 年
共用灯　〔15年〕 18,000 円/戸 51 年
電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 51 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕 151,000 円/戸 51 年
浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 788,000 円/戸 51 年
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 102,000 円/戸 51 年
24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 18,000 円/戸 51 年
経常修繕　〔1年〕

計 3,533,000 円/戸

棟全体計 84,792,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

下浦住宅
1号棟

24
中耐階段室型

S47
S50

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。

S50中耐階段室型

46

費用 改善実施時点の経過年数

－

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟
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■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 50 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 4,819,650 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）
（現在価値化）

269,680 円

② 修繕費Ａ 5,089,330 円

③ 建設費（推定再建築費） 6,758,400 円

④-1 除却費 1,125,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.855 ％

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 961,655 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 256,188 円／戸・年

■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

1,146,184 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

1,867,354 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 4,098,481 円

⑧-1 長寿命化型改善費 3,533,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 2,982,893 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 6,758,400 円

⑩-1 除却費 1,125,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.390 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 438,887 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 203,981 円／戸・年

■LCC縮減効果
項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 52,207 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 1,252,964 円／棟・年

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定
される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ
までの各年の修繕費を現在価値化し累積した
費用

②-1と②-2の合計

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在
価値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却
費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

備考

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減効
果があると判断

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－
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下浦住宅１号棟（建替事業） 
 

 
 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 133,000 円/戸 35 年
床防水　〔18年〕 76,000 円/戸 35 年
外壁塗装等　〔18年〕 397,000 円/戸 35 年
鉄部塗装等　〔6年〕

建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕

建具（アルミサッシ）　〔36年〕

バルコニー手摺　〔36年〕

金物類　〔24年〕

給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 35 年
貯水槽　〔25年〕

給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 35 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 35 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 35 年
給湯器　〔15年〕

共用灯　〔15年〕

電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 35 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕

浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

経常修繕　〔1年〕

計 1,645,000 円/戸

棟全体計 39,480,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

下浦住宅
1号棟

24
中耐片廊下型

H30
H27

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。

H27中耐片廊下型

0

費用 改善実施時点の経過年数

－

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟
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■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

3,591,130 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

506,961 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 3,084,169 円

⑧-1 長寿命化型改善費 1,645,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 416,868 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 15,556,100 円

⑩-1 除却費 1,125,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.064 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 72,247 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 273,277 円／戸・年

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－
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下浦住宅２号棟（全⾯的改善事業） 
 

 
 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 133,000 円/戸 48 年
床防水　〔18年〕 76,000 円/戸 48 年
外壁塗装等　〔18年〕 397,000 円/戸 48 年
鉄部塗装等　〔6年〕 19,000 円/戸 48 年
建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕 148,000 円/戸 48 年
建具（アルミサッシ）　〔36年〕 130,000 円/戸 48 年
バルコニー手摺　〔36年〕 133,000 円/戸 48 年
金物類　〔24年〕 38,000 円/戸 48 年
給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 47 年
貯水槽　〔25年〕 92,000 円/戸 47 年
給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 47 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 48 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 48 年
給湯器　〔15年〕 251,000 円/戸 48 年
共用灯　〔15年〕 18,000 円/戸 48 年
電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 48 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕 151,000 円/戸 48 年
浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 788,000 円/戸 48 年
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 102,000 円/戸 48 年
24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 18,000 円/戸 48 年
経常修繕　〔1年〕

計 3,533,000 円/戸

棟全体計 84,792,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

S50中耐階段室型

45

費用 改善実施時点の経過年数

－

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟

下浦住宅
2号棟

24
中耐階段室型

S48
S50

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。
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■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 50 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 4,194,766 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）
（現在価値化）

248,431 円

② 修繕費Ａ 4,443,196 円

③ 建設費（推定再建築費） 5,913,560 円

④-1 除却費 1,125,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.822 ％

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 924,668 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 225,628 円／戸・年

■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

985,869 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

1,726,653 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 3,453,982 円

⑧-1 長寿命化型改善費 3,533,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 3,168,205 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 5,913,560 円

⑩-1 除却費 1,125,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.375 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 422,006 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 185,111 円／戸・年

■LCC縮減効果
項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 40,518 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 972,425 円／棟・年

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

備考

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減効
果があると判断

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在
価値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却
費

－

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定
される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ
までの各年の修繕費を現在価値化し累積した
費用

②-1と②-2の合計
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下浦住宅２号棟（建替事業） 
 

 
 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 133,000 円/戸 35 年
床防水　〔18年〕 76,000 円/戸 35 年
外壁塗装等　〔18年〕 397,000 円/戸 35 年
鉄部塗装等　〔6年〕

建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕

建具（アルミサッシ）　〔36年〕

バルコニー手摺　〔36年〕

金物類　〔24年〕

給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 35 年
貯水槽　〔25年〕

給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 35 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 35 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 35 年
給湯器　〔15年〕

共用灯　〔15年〕

電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 35 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕

浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

経常修繕　〔1年〕

計 1,645,000 円/戸

棟全体計 39,480,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

下浦住宅
2号棟

24
中耐片廊下型

H30
H27

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。

H27中耐片廊下型

0

費用 改善実施時点の経過年数

－

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟
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■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

3,591,130 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

506,961 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 3,084,169 円

⑧-1 長寿命化型改善費 1,645,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 416,868 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 15,556,100 円

⑩-1 除却費 1,125,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.064 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 72,247 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 273,277 円／戸・年

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－
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下浦住宅３号棟（全⾯的改善事業） 
 

 
 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 133,000 円/戸 49 年
床防水　〔18年〕 76,000 円/戸 49 年
外壁塗装等　〔18年〕 397,000 円/戸 49 年
鉄部塗装等　〔6年〕 19,000 円/戸 49 年
建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕 148,000 円/戸 49 年
建具（アルミサッシ）　〔36年〕 130,000 円/戸 49 年
バルコニー手摺　〔36年〕 133,000 円/戸 49 年
金物類　〔24年〕 38,000 円/戸 49 年
給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 47 年
貯水槽　〔25年〕 92,000 円/戸 47 年
給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 47 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 49 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 49 年
給湯器　〔15年〕 251,000 円/戸 49 年
共用灯　〔15年〕 18,000 円/戸 49 年
電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 49 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕 151,000 円/戸 49 年
浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 788,000 円/戸 49 年
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 102,000 円/戸 49 年
24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 18,000 円/戸 49 年
経常修繕　〔1年〕

計 3,533,000 円/戸

棟全体計 84,792,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

下浦住宅
3号棟

24
中耐階段室型

S48
S50

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。

S50中耐階段室型

45

費用 改善実施時点の経過年数

－

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟
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■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 50 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 4,194,766 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）
（現在価値化）

248,431 円

② 修繕費Ａ 4,443,196 円

③ 建設費（推定再建築費） 5,913,560 円

④-1 除却費 1,125,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.822 ％

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 924,668 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 225,628 円／戸・年

■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

985,869 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

1,679,379 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 3,501,256 円

⑧-1 長寿命化型改善費 3,533,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 3,073,732 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 5,913,560 円

⑩-1 除却費 1,125,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.375 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 422,006 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 184,436 円／戸・年

■LCC縮減効果
項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 41,192 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 988,608 円／棟・年

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定
される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ
までの各年の修繕費を現在価値化し累積した
費用

②-1と②-2の合計

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在
価値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却
費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

備考

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減効
果があると判断

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－
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下浦住宅３号棟（建替事業） 
 

 
 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 133,000 円/戸 35 年
床防水　〔18年〕 76,000 円/戸 35 年
外壁塗装等　〔18年〕 397,000 円/戸 35 年
鉄部塗装等　〔6年〕

建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕

建具（アルミサッシ）　〔36年〕

バルコニー手摺　〔36年〕

金物類　〔24年〕

給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 35 年
貯水槽　〔25年〕

給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 35 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 35 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 35 年
給湯器　〔15年〕

共用灯　〔15年〕

電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 35 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕

浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

経常修繕　〔1年〕

計 1,645,000 円/戸

棟全体計 39,480,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

下浦住宅
3号棟

24
中耐片廊下型

H30
H27

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。

H27中耐片廊下型

0

費用 改善実施時点の経過年数

－

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟
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■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

3,591,130 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

506,961 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 3,084,169 円

⑧-1 長寿命化型改善費 1,645,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 416,868 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 15,556,100 円

⑩-1 除却費 1,125,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.064 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 72,247 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 273,277 円／戸・年

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－
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下浦住宅４号棟（全⾯的改善事業） 
 

 
 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 180,000 円/戸 41 年
床防水　〔18年〕 79,000 円/戸 41 年
外壁塗装等　〔18年〕 435,000 円/戸 41 年
鉄部塗装等　〔6年〕 19,000 円/戸 41 年
建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕 148,000 円/戸 41 年
建具（アルミサッシ）　〔36年〕 130,000 円/戸 41 年
バルコニー手摺　〔36年〕 139,000 円/戸 41 年
金物類　〔24年〕 38,000 円/戸 41 年
給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 41 年
貯水槽　〔25年〕 92,000 円/戸 37 年
給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 37 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 37 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 41 年
給湯器　〔15年〕 251,000 円/戸 41 年
共用灯　〔15年〕 18,000 円/戸 41 年
電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 41 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕 151,000 円/戸 41 年
浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 788,000 円/戸 41 年
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 102,000 円/戸 41 年
24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用） 18,000 円/戸 41 年
経常修繕　〔1年〕

計 3,627,000 円/戸

棟全体計 87,048,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。

下浦住宅
4号棟

24
中耐階段室型

S58
S60

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟

S60中耐階段室型

35

費用 改善実施時点の経過年数

－



87 
 

 

 
 
  

■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 50 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 5,207,333 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）
（現在価値化）

2,500,685 円

② 修繕費Ａ 7,708,018 円

③ 建設費（推定再建築費） 9,910,700 円

④-1 除却費 1,625,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.555 ％

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 902,305 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 370,420 円／戸・年

■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

3,295,840 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

2,939,264 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 5,563,909 円

⑧-1 長寿命化型改善費 3,627,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 2,913,590 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 9,910,700 円

⑩-1 除却費 1,625,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.253 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 411,800 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 268,571 円／戸・年

■LCC縮減効果
項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 101,849 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 2,444,377 円／棟・年

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定
される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ
までの各年の修繕費を現在価値化し累積した
費用

②-1と②-2の合計

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在
価値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却
費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

備考

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減効
果があると判断

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－
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下浦住宅４号棟（建替事業） 
 

 
 
  

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H30
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目　※〔　〕内は修繕周期

全面的改善
屋上防水　〔12年〕 180,000 円/戸 35 年
床防水　〔18年〕 79,000 円/戸 35 年
外壁塗装等　〔18年〕 435,000 円/戸 35 年
鉄部塗装等　〔6年〕

建具（玄関ドア、MB扉）　〔36年〕

建具（アルミサッシ）　〔36年〕

バルコニー手摺　〔36年〕

金物類　〔24年〕

給水管、給湯管　〔35年〕 586,000 円/戸 35 年
貯水槽　〔25年〕

給水ポンプ　〔15年〕 92,000 円/戸 35 年
排水設備　〔30年〕 167,000 円/戸 35 年
ガス設備　〔30年〕 69,000 円/戸 35 年
給湯器　〔15年〕

共用灯　〔15年〕

電力幹線・盤類　〔30年〕 125,000 円/戸 35 年
避雷設備
電話設備　〔30年〕

テレビ共聴設備　〔15年〕

連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台　〔30年〕

浴室ﾕﾆｯﾄ　〔25年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

24h換気　〔20年〕　（単価：S60建設モデルを適用）

経常修繕　〔1年〕

計 1,733,000 円/戸

棟全体計 41,592,000 円/棟

（除却費単価の設定）

【出典】公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成25年12月、総務省自治財政局地方債課）

H27

※各種改善項目の戸当たり費用の単価は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成28年8月改訂）」に関する「公営住宅等長寿命化計画
　策定指針Ｑ＆Ａ（平成30年1月）」の別添資料に示されている建設モデル別のバックデータを参考とした。

　　　　　　　　解体撤去費用（全国平均）【A】 　【A】＝14,000,000円/棟
　　　　　　　　延床面積（全国平均）【B】 　【B】＝563㎡/棟

H27中耐片廊下型

0

費用 改善実施時点の経過年数

－

下浦住宅
4号棟

24
中耐片廊下型

H30

　　　　　　　　除却費単価（全国平均）【C】 　【C】＝【A】/【B】＝24,867円/㎡

※ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）算出においては、上記を踏まえ「除却費単価」を25,000円/㎡（延床面積）と設定。
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■計画後モデル
項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 70 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

3,522,144 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

506,961 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 3,015,182 円

⑧-1 長寿命化型改善費 1,733,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 439,169 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 15,556,100 円

⑩-1 除却費 1,625,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.064 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 104,357 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 273,069 円／戸・年

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画期
間以後に想定される長寿命化型改善事業（Ｌ
ＣＣ算定対象）を実施する場合に想定される管
理期間（目標管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂま
での各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画
修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業
費及び長寿命化計画の計画期間以後に想定
される長寿命化型改善事業費の総額、当該改
善を複数回行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点
の経過年数に応じて現在価値化し、累積した
費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規
則第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価
値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－
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